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559 明治期沖縄県における「報道」から見る空手の諸相

　
　
明
治
期
沖
縄
県
に
お
け
る
「
報
道
」
か
ら
見
る
空
手
の
諸
相

　
　
　
　
　
─
─
『
琉
球
新
報
』
の
分
析
を
中
心
に
─
─

阿
　
部
　
暁
　
之

は
じ
め
に

　

空
手
は
そ
の
源
流
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
学
術
的
解
決
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
現
在

も
諸
説
が
乱
立
し
た
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
招
か
れ
た
最
大
の
要
因
は
、
空
手
に
関
す
る
参
考
可
能
な
史
資

料
の
不
足
で
あ
る
。
当
然
こ
の
史
資
料
不
足
は
空
手
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
琉
球
・
沖
縄
史
研
究
全
体
に
及
ぶ
課
題

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
琉
球
・
沖
縄
史
研
究
を
取
り
巻
く
非
理
想
的
な
研
究
環
境
に
加
え
、
近
代
以
前
に
空
手
が
維
持

し
て
い
た
一
子
相
伝
と
も
言
え
る
閉
鎖
的
な
伝
承
形
態
も
作
用
し
、
空
手
は
史
資
料
の
不
足
が
顕
著
な
研
究
分
野
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
空
手
の
源
流
に
関
す
る
議
論
や
立
証
は
、
今
後
新
た
な
史
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
進
歩

や
発
展
は
見
せ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
現
在
の
空
手
史
研
究
者
の
大
方
の
見
解
で
あ
る
。
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一
方
で
、
近
代
以
降
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
研
究
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
央
大
学
保
健
体
育
研
究
所
の
宮

本
ら
は
、
空
手
の
近
代
化
以
前
は
解
明
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
空
手
の
近
代
化
と
そ
こ
に
生
じ
た
問
題
点
に
焦
点
を

当
て
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
、
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
研
究
課
題
を
挙
げ
て
い
る
。

①
大
衆
化
（
普
及
）
の
経
緯
と
反
応
、
学
校
教
育
へ
の
導
入
、
宣
伝
活
動
（
様
々
な
演
武
会
）、
大
学
で
の
指
導
、

武
道
家
・
軍
人
と
の
交
流

②
組
織
の
形
成
と
そ
の
問
題
点

③
体
育
化
に
伴
う
問
題
点

④
段
位
制
度
の
採
用
に
伴
う
問
題
点

⑤
規
範
（
道
着
、
礼
法
な
ど
）

⑥
名
称
問
題
（
手
、
唐
手
、
唐
手
術
、
唐
手
道
、
空
手
、
空
手
道
、
カ
ラ
テ
な
ど
）
と
思
想
的
背
景

⑦
競
技
化
導
入
に
伴
う
問
題
点

⑧
そ
の
他（

（
（

　

こ
れ
ら
八
つ
の
課
題
の
中
で
も
、
②
及
び
④
～
⑧
に
関
し
て
は
書
籍
、
研
究
論
文
も
含
め
て
数
多
く
の
検
討
が
な
さ

れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
に
お
け
る
空
手
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
最
も
重
要
だ
と
予
想
さ
れ
る
「
学
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校
教
育
と
空
手
の
関
係
性
」、
つ
ま
り
①
、
③
に
関
し
て
は
、
学
術
的
な
解
明
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

に
は
や
は
り
、
先
述
し
た
史
資
料
不
足
に
よ
る
研
究
の
難
航
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
嘉
手
苅
徹
は
、

こ
う
し
た
状
況
に
応
じ
る
手
段
と
し
て
新
聞
資
料
調
査
の
重
要
性
を
訴
え
て
お
り
、
特
に
県
内
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
貫
し

て
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
琉
球
新
報
』
を
中
心
と
し
て
「
情
報
を
整
理
し
、
全
体
を
見
渡
し
て
の
考
察
が
必
要
」
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る

（
（
（

。
盧
姜
威
は
実
際
に
新
聞
資
料
を
用
い
た
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、
筆
者
自
身
が
論
文
冒
頭
で
述
べ

る
よ
う
に
「
新
聞
資
料
等
を
通
し
て
、
近
代
沖
縄
の
〝
空
手
〟
を
概
観
し
」
た
も
の
に
留
ま
っ
て
お
り

（
（
（

、
明
治
期
の
空

手
を
語
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
学
校
教
育
と
の
関
連
性
等
、
近
代
化
に
関
し
て
完
全
に
明
ら
か
に
で
き
た
と

は
言
い
難
い
。
ま
た
、
鈴
木
耕
太
も
『
琉
球
・
沖
縄
芸
能
史
年
表
（
古
琉
球
～
近
代
編
）』（
以
下
『
年
表
』）
を
中
心

と
し
て
近
代
沖
縄
の
芸
能
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る

（
（
（

。
こ
の
『
年
表
』
と
は
、
戦
前
の
史
資
料
を
参
考
に
沖
縄
が

歩
ん
で
き
た
芸
能
の
歴
史
を
年
表
化
し
た
文
献
で
あ
り
、
特
に
、
近
代
沖
縄
期
で
引
用
さ
れ
て
い
る
資
料
の
ほ
と
ん
ど

が
、
戦
前
に
お
い
て
沖
縄
県
内
で
刊
行
さ
れ
た
地
方
紙
で
あ
る
。
鈴
木
は
こ
の
『
年
表
』
を
基
礎
資
料
と
し
た
論
考
に

お
い
て
空
手
も
考
察
対
象
と
し
て
お
り
、
当
時
の
空
手
の
「
余
興
」
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鈴

木
が
自
身
の
論
考
に
お
い
て
基
礎
資
料
と
し
た
『
年
表
』
は
あ
く
ま
で
沖
縄
の
「
芸
能
」
を
中
心
と
し
た
も
の
、
つ
ま

り
組
踊
り
・
演
劇
・
芝
居
等
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
空
手
に
関
連
す
る
記
事
の
抜
け
が
多
数
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
鈴
木
の
論
考
に
お
い
て
も
空
手
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、「
余
興
」
と
し
て
の
空
手
の
紹

介
に
留
ま
り
、
時
代
性
や
背
景
な
ど
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
第
二
章
に
お
い
て
筆
者
が
明
ら
か
に
し
て
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い
る
が
、
明
治
期
の
中
心
的
新
聞
で
あ
っ
た
『
琉
球
新
報
』
の
内
容
別
記
事
件
数
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
の
空
手
を
解
明

す
る
上
で
は
運
動
会
と
空
手
の
関
連
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
盧
の
研
究
も
含

め
て
そ
う
し
た
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
戦
前
の
空
手
関
連
記
事
を
ま
と
め
た
文
献
と
し
て
は
『
沖
縄
空
手

古
武
道
事
典
』
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
年
表
』
同
様
に
記
事
の
抜
け
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
事
典
」
と
い
う
資
料
的
性
質
か
ら
新
聞
記
事
を
用
い
た
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
充
分
な
研
究
蓄
積
が
存
在
し
な
い
、
空
手
近
代
化
の
契
機
と
な
っ
た
明
治

時
代
に
焦
点
を
当
て
た
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
具
体
的
な
研
究
方
法
と
し
て
は
、
明
治
時
代
に
沖
縄
県
内
で
刊
行

さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
琉
球
新
報
』『
沖
縄
新
聞
』『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
の
三
紙
の
う
ち
、
最
も
長
く
か
つ
現
在
に
至
る
ま

で
一
貫
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
琉
球
新
報
』
を
考
察
対
象
と
し

（
5
（

、
当
時
の
空
手
が
ど
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
た
か
、
そ

の
報
道
内
容
の
精
査
を
行
う
。
そ
し
て
、
近
代
空
手
形
成
の
契
機
と
な
っ
た
明
治
時
代
の
空
手
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
試
み
る
。
な
お
、空
手
に
は
先
に
挙
げ
た
宮
本
ら
の
研
究
等
で
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
名
称
問
題
が
存
在
し
、

そ
の
表
記
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
現
在
最
も
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
「
空
手
」
を
使
用
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
特
殊
な
表
記
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
カ
ギ
括
弧
等
を
付
す
こ
と
と
す
る
。

一
、『
琉
球
新
報
』
の
刊
行
状
況
と
書
誌
的
性
格
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『
琉
球
新
報
』
を
中
心
資
料
と
し
て
明
治
期
の
空
手
の
実
態
を
考
察
す
る
上
で
、
ま
ず
『
琉
球
新
報
』
と
い
う
新
聞

自
体
の
資
料
的
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
研
究
対
象
期
で
あ

る
明
治
期
に
お
け
る
『
琉
球
新
報
』
に
関
し
て
、（
一
）
刊
行
状
況
（
二
）
書
誌
的
性
格
の
二
つ
の
側
面
を
以
下
に
見

て
い
く
。

　
（
一
）
刊
行
状
況

　

先
述
の
通
り
、『
琉
球
新
報
』
は
沖
縄
県
内
で
刊
行
さ

れ
た
新
聞
の
う
ち
最
も
歴
史
が
古
く
、
明
治
期
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
刊
行
さ
れ
た
唯
一
の
新

聞
で
あ
る
。
創
刊
は
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
で
あ

り
、
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
一
二
月
に
戦
時
下
の
新

聞
統
合
の
た
め
一
時
的
に
廃
刊
と
な
っ
た
が
、
昭
和
二
一

（
一
九
四
六
）
年
に
は
再
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
戦
時
下
の
廃
刊
に
よ
る
六
年
間
の
空
白
を
除
く
と
、

二
〇
一
七
年
の
現
在
に
至
る
ま
で
約
一
二
〇
年
間
に
渡
っ

て
刊
行
さ
れ
続
け
た
こ
と
に
な
る

（
6
（

。
本
稿
の
研
究
対
象
期
で
あ
る
明
治
期
に
限
っ
て
見
れ
ば
、明
治
四
五
（
一
九
一
二
）

【表 1】明治期の『琉球新報』発行部数
年代 発行部数

明治 （6 年 （7,7（（
明治 （9 年 （（6,080
明治 （0 年 9（,970
明治 （（ 年 （0（,7（0
明治 （（ 年 （95,560
明治 （7 年 （7（,（00

（以上の表は、琉球新報八十年史刊行委員会、
前掲書『琉球新報八十年史』（0 頁をもとに
筆者が作成。なお、『八十年史』には明治 （8
年以降の発行部数が記録されておらず、他の
記念誌や沖縄県史にも記録が見られなかった
ため、本表では明治 （7 年までを対象とした。）
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年
ま
で
の
一
九
年
間
と
な
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
琉
球
新
報
は
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る

た
め
、
本
稿
で
は
閲
覧
可
能
で
あ
る
こ
の
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
以
降
の
一
四
年
間
を
考
察
対
象
と
す
る

（
7
（

。

　

ま
た
、
当
時
の
発
行
部
数
に
関
し
て
は
『
琉
球
新
報
八
十
年
史
』（
以
下
『
八
十
年
史
』）
に
文
章
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
筆
者
が
そ
れ
を
も
と
に
作
成
し
た
表
を
右
に
掲
載
す
る
。

　
『
八
十
年
史
』
に
よ
れ
ば
、「
教
育
普
及
の
効
果
と
、
地
方
制
度
の
改
正
や
土
地
整
理
な
ど
社
会
諸
般
の
変
革
が
胎
動

し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
新
聞
の
必
要
が
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
て
き
た
な
ど
を
原
因
と
し
て
、
部
数
が
激
増
し
た
」
と
あ
り

（
8
（

、

デ
ン
グ
熱
・
そ
の
他
疫
病
・
旱
害
な
ど
、
自
然
災
害
に
よ
る
部
数
の
一
時
的
な
減
少
も
認
め
ら
れ
た
が
、
長
期
的
に
は

社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
る
情
報
需
要
の
拡
大
に
伴
っ
て
出
版
部
数
を
伸
ば
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
二
）
書
誌
的
性
格

　
『
琉
球
新
報
百
年
史
』（
以
下
『
百
年
史
』）
に
よ
れ
ば
、「『
琉
球
新
報
』
は
終
始
一
貫
し
て
新
時
代
に
目
覚
め
た
旧

士
族
階
層
の
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
改
革
を
主
張
し
て
き
た
」
新
聞
で
あ
る

（
9
（

。
こ
の
改
革
と
は
、
い
わ
ゆ
る
明
治
政
府
に

よ
る
廃
藩
置
県
以
降
の
沖
縄
県
内
に
お
け
る
琉
球
王
国
の
存
続
を
掲
げ
た
勢
力
（
通
称
「
頑
固
党
」）
に
反
発
し
、
日

本
へ
の
同
化
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
勢
力
（
通
称
「
開
化
党
」）
の
動
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
明
治
期
の

『
琉
球
新
報
』
の
最
た
る
特
徴
と
し
て
、「
廃
藩
置
県
以
後
も
依
然
と
し
て
、
旧
藩
時
代
の
旧
弊
か
ら
抜
け
な
か
っ
た
沖

縄
の
社
会
を
、
日
清
戦
争
前
後
か
ら
、
文
明
開
化
の
方
向
へ
強
力
に
作
動
さ
せ
る
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
」
こ
と
が



565 明治期沖縄県における「報道」から見る空手の諸相

挙
げ
ら
れ
る

（
（1
（

。
ま
た
、
明
治
三
〇
年
頃
ま
で
は
旧
思
想
で
あ
る
頑
固
党
を
た
た
く
こ
と
を
新
聞
の
第
一
目
的
と
し
て
お

り
、「
紙
ハ
ブ
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
に
激
し
い
論
調
で
あ
っ
た
。『
百
年
史
』
で
は
、
周
囲
に
敵
を
作
る
ほ
ど
の
論
調

で
あ
っ
た
当
時
の
『
琉
球
新
報
』
を
「
確
固
た
る
信
念
（
沖
縄
の
文
明
開
化
）
を
貫
い
た
」
と
評
し
て
い
る

（
（（
（

。

　

大
田
昌
秀
も
、
当
時
の
『
琉
球
新
報
』
が
開
化
党
の
側
に
属
し
、
頑
固
党
を
叩
く
こ
と
で
「
国
民
的
同
化
」
を
推
し

進
め
よ
う
と
す
る
論
調
・
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、『
百
年
史
』
の
見
解
と
概
ね
相
違
な
い
こ
と
を
示
し
た
。

ま
た
、
創
刊
の
趣
旨
を
以
下
の
二
点
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　

一
、
世
界
文
明
の
潮
流
に
従
っ
て
沖
繩
の
進
歩
発
達
を
促
す
。

　
　

二
、
偏
狭
な
島
国
根
性
を
捨
て
去
り
国
民
的
同
化
を
図
る

（
（1
（

。

　

さ
ら
に
大
田
は
、
自
身
の
調
査
か
ら
、
当
時
の
『
琉
球
新
報
』
が
特
に
右
記
の
第
二
点
の
方
に
重
き
を
置
い
て
い
た

と
し
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
頃
ま
で
は
そ
う
し
た
意
図
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
つ
ま
り
、
外
来
者

と
の
融
和
を
強
調
し
て
そ
の
批
判
を
極
力
避
け
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

（
（1
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
明
治
期
の
『
琉
球
新
報
』
は
、「
旧
慣
」
の
復
興
・
存
続
を
旨
と
す
る
頑
固
党
に
対
抗
す
る
開
化
党

の
情
報
戦
略
の
一
端
を
担
い
、
明
治
政
府
が
推
し
進
め
た
同
化
・
皇
民
化
政
策
に
同
調
す
る
と
い
っ
た
性
格
を
有
し
て

い
た
と
言
え
る
。
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二
、
空
手
関
連
記
事
の
年
代
別
・
内
容
分
類
別
「
件
数
」
デ
ー
タ
に
つ
い
て

　

現
在
閲
覧
可
能
で
あ
る
明
治
期
の
『
琉
球
新
報
』
は
、
先
述
の
通
り
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
～
明
治
四
五

（
一
九
一
二
）
年
の
一
四
年
間
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
全
て
の
新
聞
記
事
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
、
空
手
に
関

連
す
る
記
事
を
抽
出
・
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
。「
関
連
」
の
定
義
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。一

、「
唐
手
」
及
び
そ
れ
に
類
す
る
と
思
わ
れ
る
単
語
が
確
認
で
き
た
記
事
で
あ
る
こ
と
。

二
、
筆
者
が
知
り
う
る
限
り
の
空
手
関
連
の
人
物
が
確
認
で
き
た
記
事
で
あ
る
こ
と
。

三
、
以
上
二
つ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
記
事
内
容
の
文
脈
か
ら
空
手
に
関
連
す
る
と
筆
者
が
判

断
し
た
も
の
は
「
関
連
」
記
事
と
す
る
こ
と
。

　

一
に
関
し
て
は
、
実
際
の
所
ほ
と
ん
ど
の
記
事
が
「
唐
手
」
の
表
記
で
あ
り
、「
唐
手
」
に
類
す
る
と
思
わ
れ
る
単

語
は
「
唐
手
（
支
那
流
の
柔
術
の
？

（
（1
（

）」「
支
那
流
の
武
術（

（1
（

」「
支
那
手
（
柔
術
の
如
き
者

（
（1
（

）」「
柔
術
（
支
那
流
儀

（
（1
（

）」
の

四
つ
の
み
で
あ
り
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
以
降
は
全
て
「
唐
手
」
の
表
記
で
あ
っ
た
。
二
に
関
し
て
は
、
筆
者
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が
確
認
で
き
た
の
は
「
花
城
長
茂
」「
屋
部
憲
通
」
の
二
名
で
あ
っ
た
。

当
然
富
名
腰
義
珍
な
ど
何
人
か
の
著
名
な
空
手
家
の
名
前
も
見
受
け
ら

れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
「
唐
手
」
の
単
語
と
共
に
あ
っ
た
た
め
、
人
物
名

か
ら
筆
者
が
「
関
連
」
と
判
断
し
た
の
は
先
の
二
名
の
み
で
あ
る
。
三

に
関
し
て
は
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
九
月
二
二
日
（
土
）
一
面

の
「
〇
大
学
教
授
の
沖
繩
觀
／
▲
沖
繩
の
教
育（

（1
（

」
と
題
さ
れ
た
記
事
の

一
件
の
み
で
あ
り
、「
沖
繩
に
は
沖
繩
固
有
の
武
術
と
し
て
拳
法
な
る

も
の
あ
り
之
れ
は
葢
昔
□
支
那
よ
り
傳
來
し
た
る
も
の
な
ら
ん
此
拳

法
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
た

（
（1
（

。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
特
に
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
情
報
か
ら

当
該
記
事
の
年
代
別
・
内
容
分
類
別
の
「
件
数
」
に
関
す
る
二
つ
の
デ
ー

タ
を
提
示
し
、明
治
期
全
体
に
お
け
る
空
手
の
大
枠
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
（
一
）
年
代
別

　

抽
出
し
た
記
事
件
数
を
年
代
別
に
比
較
す
る
と
、上
の
【
グ
ラ
フ
１
】

の
よ
う
に
な
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
ま
で

【グラフ 1】明治期の空手関連記事件数の年代別推移

年数（明治）
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は
〇
～
三
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
件
数
が
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
以
降
は
二
桁
ま
で
飛
躍
的
に
増
加
し
、
ピ
ー

ク
時
に
は
二
九
件
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
社
会
情
勢
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
日
露
戦
争
の
開
戦
が

明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
、
終
戦
が
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
と
な
り
、
ち
ょ
う
ど
日
露
戦
争
の
終
戦
を
契
機
に

件
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
①
日
露
戦
争
が
事
実
上
の
勝
利
を
収
め
る
形
で
終
戦
を
迎
え
、
沖
縄
県
民
の
同
化
・
皇
民
化
意
識

が
高
ま
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
軍
事
的
関
係
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
空
手
へ
の
注
目
度
も
高
ま
っ
た
、
②
日
露
戦
争
勝
利

に
よ
っ
て
開
化
党
及
び
そ
れ
に
属
す
る
『
琉
球
新
報
』
が
、
旧
体
制
派
で
あ
る
頑
固
党
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
た
め
紙

面
に
よ
り
多
く
の
軍
事
的
色
合
い
を
盛
り
込
ん
だ
結
果
と
し
て
空
手
の
記
事
件
数
が
増
え
た
、
③
日
露
戦
争
勝
利
を
沖

縄
県
民
の
同
化
・
皇
民
化
意
識
向
上
の
好
機
と
み
な
し
た
明
治
政
府
の
「
富
国
強
兵
」
の
方
針
に
よ
り
、
沖
縄
県
内
で

の
空
手
登
場
が
頻
発
化
し
た
」
な
ど
、
記
事
件
数
が
飛
躍
的
な
伸
び
を
見
せ
た
理
由
は
様
々
に
予
想
さ
れ
る
。
当
然
こ

れ
ら
は
予
想
の
域
を
出
る
事
は
な
く
、
現
状
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
当
時
の
社
会
情
勢
と
記
事
件
数
の
年
代

別
推
移
に
基
づ
い
て
比
較
を
行
う
と
、
少
な
く
と
も
軍
事
及
び
軍
部
と
空
手
に
は
何
ら
か
の
強
い
結
び
つ
き
が
存
在
す

る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

　
（
二
）
内
容
分
類
別

　

続
い
て
、
筆
者
が
抽
出
し
た
空
手
関
連
記
事
の
報
道
内
容
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
か
ら
①
学
校
・
教
育
、
②
地
域
・
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行
事
、
③
軍
事
、
④
そ
の
他
の
四
つ
に
分
類
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
分
類
の
内
訳
も
整
理
し
、
前
頁

に
表
と
し
て
ま
と
め
た
。

　
【
表
２
】
か
ら
件
数
に
基
づ
い
た
比
較
を
行
う
と
、
①
の
「
学
校
・
教
育
」
に
分
類
さ
れ
る
「
運
動
会
」
が
二
二
件

と
い
う
圧
倒
的
な
件
数
を
占
め
、
全
て
の
内
訳
の
中
で
最
大
の
件
数
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
①
～
④
の

内
容
分
類
の
合
計
件
数
か
ら
見
て
も
、
①
学
校
・
教
育
は
七
四
件
、
②
地
域
・
行
事
は
三
八
件
、
③
軍
事
は
一
三
件
、

④
そ
の
他
は
四
件
と
な
っ
て
お
り
、
当
時
の
空
手
は
①
の
「
学
校
・
教
育
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
報
道
さ
れ
る
機
会

が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
①
～
③
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

で
空
手
の
実
演
が
確
認
で
き
た
の
に
対
し
、
④
の
「
そ
の
他
」
で
は
空
手
の
実
演
が
全
く
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
明
治
期
の
空
手
関
連
記
事
内
容
比
率
に
関
す
る
こ
う
し
た
偏
重
の
背
景
は
、
第
四
章
に
お
い
て
考
察
を
行
っ
て

い
る
が
、
現
時
点
で
【
表
２
】
か
ら
は
、
当
時
の
空
手
は
学
校
や
教
育
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
頻
繁
に
報
道
さ
れ
、

特
に
運
動
会
の
一
競
技
と
し
て
「
実
演
の
結
果
報
告
」
と
い
う
形
態
で
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
多
か
っ
た
と
指
摘
で

き
る
。

　

以
上
、
本
章
で
は
調
査
し
た
記
事
に
関
し
て
、（
一
）
年
代
別
、（
二
）
内
容
分
類
別
の
二
つ
の
側
面
か
ら
記
事
件
数

の
数
的
推
移
・
分
布
に
着
目
し
た
。
結
果
と
し
て
、
明
治
期
の
空
手
が
日
露
戦
争
終
戦
を
契
機
に
報
道
の
機
会
を
飛
躍

的
に
伸
ば
し
た
こ
と
か
ら
、
軍
部
と
空
手
は
密
接
な
関
係
性
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
学
校
教
育

の
中
で
も
運
動
会
の
競
技
と
し
て
の
報
道
回
数
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
当
時
の
空
手
は
運
動
会
と
も
ま
た
密
接
な
関
係
性
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【表 2】明治期の全空手関連記事内容分類と件数
①学校・教育 ②地域・行事 ③軍事 ④その他

内訳 件数 内訳 件数 内訳 件数 内訳 件数

（ 運動会 （（ 青年会 6 祝賀会 （ 年間事歴 （

（ 式典 8 運動会 5 招魂祭 （ 沖縄人気質 （

（ 巡覧・視察 7 武徳会 （ 歓迎会 （ 唐手 （

（ 学芸会 6 親睦会 （ 発会式 （ ─ ─

5 大会 （ 送別会 （ 行軍 （ ─ ─

6 同窓会 （ 天長節 （ 在郷軍人会 （ ─ ─

7 評価・現況 （ 懇親会 （ 人物紹介 （ ─ ─

8 教育・講習会 （ 演説会 （ ─ ─ ─ ─

9 奨励会（学事） （ 学芸会 （ ─ ─ ─ ─

（0 奨励会（唐手） （ クリスマス会 （ ─ ─ ─ ─

（（ 卒業式 （ 慰労会 （ ─ ─ ─ ─

（（ 懇談会 （ 式典 （ ─ ─ ─ ─

（（ 運動 （ 親睦会 （ ─ ─ ─ ─

（（ 運動遊戯 （ 辻遊郭 （ ─ ─ ─ ─

（5 教員任命 （ 綱曳 （ ─ ─ ─ ─

（6 連合運動 （ 日記 （ ─ ─ ─ ─

（7 沿革史 （ 発会式 （ ─ ─ ─ ─

（8 開校式 （ 品評会 （ ─ ─ ─ ─

（9 ─ ─ 射撃術奨励 （ ─ ─ ─ ─

（0 ─ ─ 大会 （ ─ ─ ─ ─

（（ ─ ─ 談話会 （ ─ ─ ─ ─

（（ ─ ─ 弥勒の踊り （ ─ ─ ─ ─

（（ ─ ─ 歓迎会 （ ─ ─ ─ ─

合計 ─ 7（ ─ （8 ─ （（ ─ （

注）（、内訳の並びは件数の降順に依拠した。
　　（、「②地域・行事」は、「慰労会」と「親睦会」で （ 件の重複あり。
　　（、「③軍事」は、「招魂祭」と「歓迎会」で （ 件の重複あり。
　　（、「②地域・行事」の「運動会」「学芸会」「親睦会」「発会式」は青年会の主催。

（本表は、『琉球新報』（898-（9（（ 年をもとに筆者が作成。）
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に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
と
し
た
。
特
に
こ
の
二
点
の
う
ち
前
者
の
、
日
露
戦
争
終
戦
が
空
手
に
限
ら
ず
武
術
習
得
の

契
機
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
【
グ
ラ
フ
１
】
の
よ
う
な
数
的
推
移
だ
け
で
な
く
、『
琉
球
新
報
』
の
記
事
か
ら
も
具
体

的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
九
月
二
二
日
（
土
）
一
面

〇
大
学
教
授
の
沖
縄
觀
／
▲
沖
縄
の
教
育

沖
縄
は
近
年
學
校
教
育
が
又
驚
く
べ
き
進
歩
を
し
た
り
沖
縄
懸
□
の
□
在
地
近
き
首
里
に
は
師
範
學
校
あ
り
中
學

校
あ
り
高
等
女
學
校
あ
り
又
た
専
門
の
学
校
と
し
て
は
商
業
學
校
農
學
校
等
の
設
け
あ
り
て
就
學
者
甚
だ
多
し
と

云
ふ
從
來
は
中
學
卒
業
生
と
云
へ
ば
一
般
に
社
會
□
敬
頂
せ
ら
れ
た
る
が
今
日
卒
業
生
歳
と
共
に
多
き
を
加
ふ
る

に
至
り
た
る
が
爲
め
社
會
の
視
る
所
從
來
と
大
に
異
な
り
卒
業
後
職
を
得
ん
と
す
る
も
容
易
に
得
ら
れ
ざ
る
に
至

れ
る
由
日
露
戦
後
師
範
學
校
中
學
校
に
於
て
は
尚
武
の
氣
象
勃
興
し
て
撃
劔
柔
術
等
盛
ん
に
流
行
す
る
に
至
れ
り

由
來
琉
球
人
は
氣
候
の
關
係
も
あ
ら
ん
が
優
柔
不
断
に
し
て
活
潑
の
乏
し
き
人
民
な
る
が
今
や
内
地
の
武
術
を
輸

入
し
て
尚
武
の
精
神
を
涵
養
す
る
に
至
れ
る
は
眞
に
沖
縄
将
来
の
進
歩
上
に
大
に
歡
ぶ
べ
き
事
な
り
序
で
に
沖
縄

に
は
沖
縄
固
有
の
武
術
と
し
て
拳
法
な
る
も
の
あ
り
之
れ
は
葢
昔
□
支
那
よ
り
傳
來
し
た
る
も
の
な
ら
ん
此
拳
法

は
内
地
の
柔
術
と
略
／
＼
相
似
し
た
る
點
あ
る
が
柔
術
よ
り
は
一
層
激
烈
な
る
が
如
し（

11
（
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以
上
の
記
事
は
、
本
章
の
冒
頭
部
分
で
若
干
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
地
の
私
立
大
学
教
授
が
『
琉
球
新
報
』

に
寄
せ
た
記
事
で
あ
り
、
下
線
部
の
通
り
「
日
露
戦
後
師
範
學
校
中
學
校
に
於
て
は
尚
武
の
氣
象
勃
興
し
て
撃
劔
柔
術

等
盛
ん
に
流
行
す
る
に
至
れ
り
」
と
あ
る
の
で
、
沖
縄
県
に
お
い
て
学
校
教
育
の
中
の
空
手
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
も
日

露
戦
争
終
戦
後
の
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
と
改
め
て
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
傍
線
部
で
は
、
武
術
の
習
得

が
日
露
戦
争
以
後
盛
ん
と
な
っ
た
学
校
と
し
て
師
範
学
校
及
び
中
学
校
の
両
校
の
み
を
挙
げ
て
い
る
が
、
明
治
四
〇

（
一
九
〇
七
）
年
一
一
月
二
八
日
（
木
）
三
面
の
「
◎
西
原
小
學
校
運
動
會
の
記
／SH

生
」
の
記
事
に
お
い
て
は
、「
思

ふ
に
小
學
校
の
運
動
會
に
於
て
唐
手
及
び
サ
イ
の
武
技
を
演
せ
し
は
恐
く
當
校
を
以
て
矯
矢
と
せ
ん
」
と
あ
り

（
1（
（

、
小
学

校
も
ま
た
日
露
戦
争
後
に
空
手
に
力
を
入
れ
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
言
え
る
こ
と

は
、
既
に
学
校
教
育
の
中
で
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
空
手
が
日
露
戦
争
終
戦
を
契
機
に
『
琉
球
新
報
』
が
そ
れ
を
顕

在
化
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
終
戦
以
後
に
急
激
に
勃
興
し
た
空
手
熱
・
需
要
が
そ
の
ま
ま
学
校
教
育
、
特
に
運
動
会
に

反
映
さ
れ
、
そ
れ
を
『
琉
球
新
報
』
が
「
自
然
に
」
報
道
し
た
結
果
だ
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
筆
者
が
本
章
（
一
）

の
終
盤
部
分
に
お
い
て
立
て
た
仮
説
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
「
①
日
露
戦
争
が
事
実
上
の
勝
利
を
収
め
る
形
で
終
戦
を

迎
え
、
沖
縄
県
民
の
同
化
・
皇
民
化
意
識
が
高
ま
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
軍
事
的
関
係
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
空
手
へ
の

注
目
度
も
高
ま
っ
た
」
こ
と
が
生
じ
、
そ
の
注
目
は
運
動
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
明
治
期
の
沖
縄
県
下
で
開
催
さ
れ
た
運
動
会
に
お
い
て
、
空
手
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に

あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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三
、
明
治
期
の
運
動
会
に
お
け
る
空
手
の
位
置
づ
け

　

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
明
治
期
の
空
手
は
軍
部
と
の
関
わ
り
が
強
く
、
取
り
分
け
運
動
会
で
の
実
演
が
特

徴
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
明
治
期
の
沖
縄
県
内
で
開
催
さ
れ
た
運
動
会
に
着
目
し
、
そ
の
中
で
行
わ
れ
た

空
手
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
そ
の
上

で
、
ま
ず
当
時
の
日
本
で
行
わ
れ
た
運
動
会
に
つ
い
て
本
土
と
沖
縄
の
二
つ
に
分
け
、
史
的
概
要
や
位
置
づ
け
等
を
先

行
研
究
を
中
心
に
確
認
し
て
い
く
。
な
お
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
空
手
を
『
琉
球
新
報
』
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
た
め
、
以
下
の
（
一
）
で
は
先
行
研
究
の
総
括
に
留
め
る
。

　
（
一
）
明
治
期
の
運
動
会

　

一
─
一
、
本
土

　

明
治
期
に
開
催
さ
れ
た
運
動
会
に
関
す
る
史
的
・
内
容
的
考
察
を
行
っ
た
文
献
や
研
究
論
文
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、

特
に
、
愛
知
県
の
旧
制
中
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
運
動
会
に
的
を
絞
っ
て
研
究
を
行
っ
た
秦
真
人
の
研
究
論
文
、『
運

動
会
と
日
本
近
代
』
と
題
し
て
共
同
出
版
さ
れ
た
吉
見
ら
の
文
献
が
代
表
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に

よ
れ
ば
、
日
本
で
最
初
の
運
動
会
の
開
催
は
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
三
月
に
行
わ
れ
た
海
軍
兵
学
寮
に
お
け
る
「
競
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闘
遊
戯
会
」
で
あ
り
、
そ
の
後
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
三
月
に
設
立
さ
れ
た
体
操
伝
習
所
の
卒
業
生
に
よ
っ
て
中

学
校
・
師
範
学
校
・
小
学
校
へ
と
下
降
・
伝
播
し
た
こ
と
は
共
通
し
た
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
運
動
会
と

日
本
近
代
』
の
平
田
宗
史
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
一
二
月
に
文
部
大
臣
に
就
任
し
た
森
有
礼
が
積
極

的
な
教
育
改
革
に
取
り
組
み
、
翌
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
「
小
学
校
令
」
に
よ
っ
て
尋
常
小
学
校
・
高
等
小
学
校
で
体

操
が
必
須
科
目
と
さ
れ
、特
に
兵
式
体
操
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
明
治
期
の
初
期
運
動
会
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
変
遷
や
運
動
会
に
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
の
分
析
か
ら
、
平
田
は
明
治
期
の
運
動
会
を
三
つ
の
時
期
に
区
分

し
て
い
る
。（
以
下
「
平
田
区
分
」）
以
下
に
、
そ
の
区
分
と
時
期
ご
と
に
お
け
る
特
徴
を
筆
者
が
要
約
す
る
。

一
、
第
一
期　

明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
～
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年

　

当
時
の
代
表
的
な
教
育
雑
誌
で
あ
る
『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
で
は
、
運
動
会
が
ま
だ
珍
し
い
行
事
で
あ
っ
た
た
め

か
、
こ
の
期
間
に
集
中
的
に
報
道
さ
れ
、
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
以
降
の
報
道
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
報
道
内
容

的
な
特
徴
は
二
つ
で
あ
る
。

　

一
つ
は
運
動
会
の
開
催
形
態
で
、
数
校
の
児
童
・
生
徒
が
集
ま
っ
て
近
隣
の
野
原
・
浜
辺
・
神
社
境
内
・
練
兵
場
等

で
同
時
開
催
さ
れ
て
い
た
。
原
因
と
し
て
は
、
各
学
校
の
生
徒
と
教
員
の
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
や
、
各
学
校
に
運
動

会
を
行
う
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
が
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
で
あ
り
、

内
容
の
比
率
的
に
は
体
操
種
目
（
徒
手
体
操
、
唖
鈴
体
操
、
球
竿
体
操
）・
軍
事
教
練
的
種
目
（
兵
式
体
操
、
隊
列
運
動
、
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行
進
遊
戯
）・
競
争
的
種
目
（
徒
競
走
、
高
跳
び
、
幅
跳
び
、
棒
高
跳
び
）・
遊
戯
競
争
的
種
目
（
綱
引
、
旗
取
、
旗
奪

い
、
旗
拾
い
、
旗
戻
し
、
二
人
三
脚
、
障
碍
物
競
走
）
の
順
で
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。

二
、
第
二
期　

明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
～
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年

　

開
催
形
態
は
第
一
期
同
様
に
連
合
運
動
会
の
形
態
を
維
持
し
て
い
る
。
種
目
数
は
、
一
桁
が
主
流
で
あ
っ
た
第
一
期

と
比
較
す
る
と
第
二
期
は
二
桁
（
一
九
─
五
一
）
に
増
加
し
た
。
種
目
内
容
を
見
る
と
、体
操
種
目
が
激
減
し
た
反
面
、

軍
事
教
練
的
種
目
が
増
加
し
た
。
ま
た
、
競
争
的
種
目
・
遊
戯
競
争
的
種
目
も
多
く
登
場
す
る
。

三
、
第
三
期　

明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
～
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年

　

明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
「
小
学
校
令
改
正
」
に
よ
り
、
各
小
学
校
で
「
体
操
場
」
の
必
設
が
規
定
さ
れ
た
こ

と
で
、
連
合
運
動
会
が
主
流
を
占
め
な
が
ら
も
、
単
独
で
行
う
「
校
庭
」
運
動
会
も
開
催
形
態
と
し
て
台
頭
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
日
清
・
日
露
戦
争
勝
利
に
よ
る
軍
国
主
義
的
色
彩
の
強
い
時
代
で
あ
り
、「
運
動
会
は
如
何
な
る

学
校
に
於
て
も
必
ず
擧
行
せ
ら
れ
、
学
校
に
於
け
る
確
定
事
業
の
一
と
な
る
に
至
れ
り
」
と
宣
言
さ
れ
た

（
11
（

。

　

種
目
内
容
を
見
る
と
、
体
操
種
目
が
第
一
期
・
第
二
期
と
比
較
す
る
と
さ
ら
に
減
少
し
、
軍
事
教
練
的
種
目
は
以
前

と
同
様
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
競
争
的
種
目
は
徒
競
走
の
み
の
代
表
的
競
走
的
種
目
に
変
化
を
遂
げ
、
遊
戯
競
争
的
種

目
は
安
定
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
統
的
武
芸
種
目
（
柔
道
、
撃
劔
、
撃
劔
か
ら
わ
け
割
り
）
の
登
場
も
第



576

三
期
の
特
徴
で
あ
る

（
11
（

。

　

以
上
が
平
田
区
分
の
概
要
で
あ
る
が
、『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
に
お
い
て
木
村
吉
次
は
、「
運
動
会
は
身
体
の
規
律

訓
練
の
成
果
を
展
覧
す
る
」
と
い
う
よ
う
に

（
11
（

、
明
治
期
の
運
動
会
に
対
し
て
明
治
政
府
が
行
っ
た
施
策
の
基
底
概
念
を

示
し
た
。
ま
た
、
平
田
区
分
の
第
三
期
に
関
し
て
、
秦
も
同
様
に
「
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
種
目
が
多
彩
に
な
る
と
と

も
に
、
競
争
色
が
強
い
軍
事
教
練
的
要
素
の
種
目
が
依
然
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
く
」
と
捉
え
て
い
る

（
11
（

。

　

以
上
の
先
行
研
究
よ
り
、
本
土
に
お
け
る
明
治
期
の
運
動
会
は
、
文
部
大
臣
森
有
礼
が
施
行
し
た
「
小
学
校
令
」
を

発
端
に
、
非
常
に
強
い
軍
事
色
を
明
治
期
の
全
編
に
渡
っ
て
示
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
運
動
会
が
身

体
の
規
律
訓
練
、
す
な
わ
ち
軍
事
教
練
の
成
果
を
示
す
場
と
し
て
機
能
し
た
と
総
括
で
き
る
。

　

一
─
二
、
沖
縄

　

次
に
、
舞
台
を
沖
縄
県
に
限
定
し
、
前
項
同
様
に
運
動
会
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
。

　

管
見
の
限
り
、
明
治
期
の
沖
縄
県
に
お
け
る
運
動
会
を
扱
っ
た
先
行
研
究
は
、
真
栄
城
勉
、
川
合
勇
の
二
名
に
よ
る

研
究
論
文
の
み
で
あ
る
。
特
に
、
真
栄
城
は
当
時
の
運
動
会
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
指
摘
し
て
お
り
、「
運
動
会
は
た

ん
な
る
行
事
と
し
て
位
置
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
く
会
場
の
装
飾
に
天
幕
や
国
旗
・
万
国
旗
は
必
需
品
で
あ
り
、
勅
語

奉
読
及
び
君
が
代
吹
奏
合
唱
は
荘
厳
な
儀
式
と
し
て
と
り
行
わ
れ
、
国
家
行
事
と
し
て
の
色
彩
濃
い
も
の
で
あ
」
り
、
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ま
た
、「
県
当
局
に
と
ど
ま
ら
ず
軍
部
の
来
賓
も
あ
り
、
学
校
教
育
に
お
け
る
軍
事
教
育
の
成
果
を
点
検
さ
れ
る
場
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
軍
人
の
出
兵
、
凱
旋
の
際
に
も
運
動
会
が
開
催
さ
れ
、
軍
人
思
想
の
涵
養
の
場
と
し

て
も
機
能
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が

（
11
（

、
こ
れ
は
平
田
区
分
の
第
三
期
の
特
徴
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
川

合
は
、
真
栄
城
と
同
様
の
見
解
を
示
し
つ
つ
、「
集
団
間
競
争
の
熱
狂
が
地
域
住
民
を
も
巻
き
込
ん
だ
形
で
展
開
さ
れ

て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
」
と
し
て
、
運
動
会
は
地
域
へ
の
影
響
力
も
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る

（
11
（

。
こ
れ
は
、
木
村
が
指
摘
し
た
「
学
校
の
な
か
に
囲
い
込
ま
れ
た
運
動
会
は
、
連
合
運
動
会
か
ら
各
学
校
単
位
の

運
動
会
へ
と
地
域
的
に
は
狭
ま
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
い
っ
そ
う
地
域
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
も
の
と
な
っ
た
」
と
す

る
見
解
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り

（
11
（

、
こ
こ
に
も
ま
た
本
土
と
沖
縄
県
の
運
動
会
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
明
治
期
に
お
け
る
本
土
と
沖
縄
県
の
運
動
会
に
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
な
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
と

言
え
る
。

一
、
軍
事
教
練
の
成
果
を
示
す
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
。

二
、
学
校
内
（
生
徒
、
教
員
な
ど
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
影
響
力
は
地
域
単
位
に
ま
で
広
が
り
を
見
せ

て
い
た
こ
と
。

　

さ
ら
に
、
沖
縄
に
限
っ
て
言
え
ば
、
真
栄
城
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
皇
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
機
会
と
し
て
運
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動
会
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
」
の
で
あ
り

（
11
（

、
こ
れ
も
ま
た
児
童
生
徒
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
地
域
住
民
・
父
母
に

ま
で
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
（
二
）
運
動
会
と
空
手

　

前
項
の
通
り
沖
縄
県
の
運
動
会
は
皇
民
化
を
促
す
装
置
と
し
て
働
き
、
そ
れ
は
軍
事
教
練
の
成
果
を
示
す
こ
と
で
発

揮
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
『
琉
球
新
報
』
に
お
い
て
空
手
は
、
関
連
す
る
全
て
の
記
事
の

中
で
も
、
運
動
会
で
演
じ
ら
れ
た
こ
と
を
最
も
強
調
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
運
動
会
の
競
技
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た

空
手
に
も
同
様
に
「
皇
民
化
を
促
す
、
軍
事
教
練
の
成
果
を
示
す
」
働
き
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
期
待
さ
れ
て
い
た

と
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、本
項
で
は『
琉
球
新
報
』に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
中
心
と
し
て
、「
指
導
者
に
つ
い
て
」

「
競
技
と
し
て
の
位
置
づ
け
」「
期
待
さ
れ
た
も
の
と
、
実
際
の
評
価
」
の
三
つ
の
側
面
を
明
確
に
し
た
上
で
、
当
時
の

空
手
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
考
察
す
る
。

　

二
─
一
、
指
導
者
に
つ
い
て

　

明
治
期
の
体
育
に
は
主
に
「
普
通
体
操
」
と
「
兵
式
体
操
」
の
二
種
類
が
存
在
し
た
が

（
11
（

、
当
然
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま

運
動
会
で
披
露
さ
れ
る
演
目
の
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
明
治
期
の
体
育
の
指
導
が
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
の
か
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
資
料
の
制
約
上
師
範
学
校
の
み
の
把
握
に
と
ど
ま
り
、
当
時
同
程
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度
に
空
手
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
県
立
中
学
校
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

　
　

明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
六
月
一
七
日
（
日
）
二
面

　
　

●
文
部
省
の
教
員
免
許
状
授
與

　
　

文
部
省
に
於
て
本
年
二
月
九
日
よ
り
仝
五
月
三
十
一
日
迄
に
試
驗
を
要
せ
す
し
て
師
範
學
校
中
學
校
高
等
女
學

校
教
員
免
許
状
を
授
與
せ
ら
れ
た
る
も
の
全
國
中
數
百
名
の
多
き
に
達
し
た
る
か
本
縣
人
に
し
て
右
の
特
典
に
預

り
た
る
も
の
ハ
兵
式
体
操
の
教
員
と
し
て
花
城
長
茂
、
國
語
の
教
員
と
し
て
立
津
晴
方
、
農
業
の
教
員
と
し
て
此

程
物
欲
し
た
る
仲
村
渠
孝
吉
の
三
名
な
り（

1（
（

　

以
上
の
記
事
か
ら
、文
部
省
の
正
式
な
認
可
に
よ
っ
て
花
城
長
茂
と
い
う
人
物
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
の
報
道
で
特
筆
す
べ
き
は
普
通
体
操
で
は
な
く
、
兵
式
体
操
の
教
員
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

続
い
て
、
も
う
一
人
兵
式
体
操
の
教
員
と
し
て
名
前
が
確
認
で
き
る
人
物
を
以
下
の
二
件
の
記
事
か
ら
紹
介
す
る
。

　
　

明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
五
月
四
日
（
金
）
二
面

　
　

〇
屋
部
少
尉

　
　

今
回
凱
旋
せ
る
陸
軍
歩
兵
少
尉
正
八
位
屋
部
憲
通
氏
は
師
範
學
校
教
諭
心
得
兼
仝
校
書
記
を
命
せ
ら
れ
月
俸
金
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三
十
圓
給
與
せ
ら
れ
た
り（

11
（

　
　

明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
七
月
四
日
（
木
）
二
面

　
　

〇
講
習
員
の
撰
定

　
　

文
部
省
の
催
を
以
て
來
る
二
十
五
日
よ
り
東
京
其
他
に
於
て
開
か
る
べ
き
夏
季
講
習
會
に
對
し
本
縣
よ
り
講
習

員
と
し
て
撰
定
せ
ら
れ
仝
省
の
許
可
を
得
た
る
人
々
は
左
の
如
し

　
　

東
京　

屋
部
憲
通
（
兵
式
教
練
）、
我
謝
秀
厚
（
東
洋
史
）、
崎
濱
秀
主
（
國
語
、
漢
文
）、
日
高
カ
ツ
（
家
事
）、

常
葉
作
太
郎
（
盲
唖
教
授
法
）、
稲
垣
小
新
（
國
語
漢
文
）、
金
澤
鹿
之
助
（
國
語
漢
文
）

　
　

廣
島　

岡
本
三
郎
（
英
語
）、
神
崎
綿
次
郎
（
英
語

（
11
（

）

　

こ
の
記
事
よ
り
、
屋
部
も
師
範
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
花
城
同
様
に
文
部
省
の
認

可
を
受
け
て
兵
式
体
操
の
教
員
と
し
て
体
育
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
花
城
・
屋
部
の
両
名

は
空
手
家
と
し
て
有
名
で
あ
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
明
治
期
の
空
手
は
、
師
範
学
校
に
限
っ
て
言
え
ば
体
育
の
中
で
も
兵
式
体
操
に
分
類
さ
れ
て
指
導
が

行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
空
手
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
で
も
述
べ
た

よ
う
に
県
立
中
学
校
の
指
導
者
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
今
後
の
筆
者
の
研
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究
課
題
と
す
る
所
で
あ
る
。

　

二
─
二
、
競
技
と
し
て
の
空
手
の
位
置
づ
け

　

次
に
、
明
治
期
の
運
動
会
に
お
い
て
空
手
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
、
前
項
で
示
し
た
平
田
区
分
と

『
琉
球
新
報
』
の
報
道
内
容
の
二
つ
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
、
本
章
（
一
）
に
お
い
て
示
し
た
平
田
区
分
を
参
考
に
、
明
治
期
の
運
動
会
に
お
い
て
演
武
さ
れ
た
空
手
は
競

技
と
し
て
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
空
手
が
演
じ
ら
れ
た
運
動
会
の
記
事
と
し
て
の
初
出

は
、明
治
三
八（
一
九
〇
五
）年
二
月
二
七
日（
月
）二
面
の「
●
北
條
侍
從
來
縣
と
聯
合
運
動
會
」で
あ
る
。そ
の
た
め
、『
琉

球
新
報
』
で
確
認
で
き
る
空
手
演
武
の
あ
っ
た
運
動
会
は
、全
て
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
～
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）

年
の
平
田
区
分
「
第
三
期
」
と
な
る
。
第
三
期
の
競
技
的
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
軍
国
主
義
化
に
伴
う
体

操
種
目
の
減
少
、
軍
事
教
練
的
種
目
の
継
続
、
伝
統
的
武
芸
種
目
の
登
場
な
ど
が
主
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
種

目
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、
体
育
で
指
導
が
行
わ
れ
た
普
通
体
操
は
信
号
体
操
や
徒
手
体
操
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

「
体
操
種
目
」、
兵
式
体
操
は
中
隊
教
練
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
軍
事
教
練
的
種
目
」
と
な
る
。
ま
た
、
第
三
期
に

お
い
て
初
め
て
登
場
す
る
「
伝
統
的
武
芸
種
目
」
は
、
柔
道
や
撃
劔
な
ど
に
当
た
る
。
空
手
の
持
つ
武
術
的
性
格
や
、

前
項
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
兵
式
体
操
と
し
て
指
導
が
あ
っ
た
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
空
手
は
軍
事
教
練
的

種
目
か
伝
統
的
武
芸
種
目
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
ど
ち
ら
か
一
方
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に
定
め
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
空
手
の
軍
事
教
練
的
種
目
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
に
関
し
て
検
討
す
べ
く
、『
琉
球
新
報
』
で
の

代
表
的
な
報
道
を
も
と
に
空
手
の
競
技
的
性
格
を
さ
ら
に
具
体
的
に
し
て
い
く
。

　
　

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
二
月
二
七
日
（
月
）
二
面

　
　

●
北
條
侍
從
來
縣
と
聯
合
運
動
會

　
　

北
條
侍
從
來
縣
に
就
き
師
範
中
學
両
校
を
始
め
首
里
那
覇
各
小
學
校
の
聯
合
運
動
會
を
潟
原
に
催
し
其
觀
覧
に

供
せ
ん
計
画
な
る
か
其
種
類
は
（
一
）
君
か
代
再
唱
（
二
）
那
覇
、
泊
両
校
尋
常
四
年
男
生
の
徒
手
体
操
と
全
三

年
男
生
の
美
容
術
（
三
）
松
山
、泊
両
校
尋
常
三
四
年
女
生
の
對
向
運
動
と
全
二
年
女
生
の
雀
、四
十
七
義
士
（
四
）

那
覇
高
等
男
生
の
美
容
術
（
五
）
全
四
年
男
生
の
旗
送
り
競
争
（
六
）
天
妃
高
等
女
生
の
飛
鳥
川
と
那
覇
、
泊
両

校
尋
常
一
年
生
の
「
仲
よ
い
友
」（
七
）
天
妃
高
等
女
生
の
家
事
競
争
（
八
）
那
覇
、
泊
両
校
尋
常
二
年
男
生
の

綱
引
と
松
山
、
泊
両
校
尋
常
一
年
女
生
の
「
あ
す
は
日
曜
」（
九
）
首
里
尋
常
一
二
年
男
生
の
大
江
山
、
桃
太
郎

と
師
範
附
属
、
首
里
高
等
両
校
二
三
四
年
男
生
の
信
號
体
操
、
騎
兵
組
打
、
徒
手
体
操
に
て
信
號
は
運
動
會
、
北

條
侍
從
万
歳
（
十
）
師
範
附
属
尋
常
一
二
年
男
生
の
「
見
渡
せ
は
亀
と
兎
」
と
首
里
高
等
一
二
三
年
女
生
の
ペ
イ

／
＼
ダ
ン
ス
と
全
尋
常
三
四
年
女
生
の
新
案
遊
戯（
十
一
）師
範
附
属
高
等
一
年
尋
常
三
四
年
男
生
の
美
容
術（
軍

歌
行
進
）
と
首
里
尋
常
三
四
年
男
生
の
新
案
遊
戯
と
全
尋
常
一
二
年
女
生
の
浦
島
太
郎
（
十
二
）
師
範
附
属
高
等
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男
生
の
二
人
三
脚
旗
奪
競
争
（
十
三
）
全
尋
常
二
三
四
年
男
生
の
盲
唖
競
争
（
十
四
）
首
里
高
等
二
三
四
年
女
生

の
薙
刀
体
操
と
全
高
等
一
年
男
生
の
戦
争
遊
戯
（
十
五
）
高
等
女
學
校
生
の
環
舞 

（
十
六
）
中
學
校
生
の
兵
式
体

操
（
十
七
）
全
生
の
唐
手
運
動
（
十
八
）
師
範
學
校
生
の
中
隊
教
練
（
十
九
）
全
生
の
縛
足
競
争
（
二
十
）
□
生

教
習
所
生
の
擔
架
競
争
（
廿
一
）
中
學
校
生
の
五
百
メ
ー
ト
ル
徒
歩
競
争
（
廿
二
）
師
範
學
校
生
の
一
千
メ
ー
ト

ル
徒
歩
競
争
（
廿
三
）
中
學
校
生
の
一
千
メ
ー
ト
ル
徒
歩
競
争
の
二
十
三
種
に
し
て
最
後
に
万
歳
を
三
唱
□
退
散

の
順
序
な
り
総
員
八
百
名
な
り
と
い
ふ
日
取
は
今
の
處
未
定
な
れ
ど
侍
從
か
宮
古
島
よ
り
歸
覇
の
後
ち
都
合
を
見

計
ひ
直
に
擧
行
し
て
觀
覧
に
供
せ
ん
歟
と
い
ふ
左
す
れ
ハ
來
月
上
旬
以
後
に
な
る
べ
し（

11
（

　
　

明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
一
〇
月
六
日
（
土
）
二
面

　
　

〇
潟
原
の
両
區
各
校
運
動
會

　
　

特
命
撿
閲
使
代
□
官
一
行
の
觀
覧
に
供
す
る
爲
め
本
日
午
后
潟
原
に
於
て
師
範
、
中
學
、
那
覇
商
業
、
高
等
女

學
校
其
他
両
區
各
小
學
校
の
臨
時
運
動
會
を
開
催
せ
ら
る
ゝ
筈
な
る
が
其
執
行
順
序
は
左
の
如
し

　

▲
体
操
（
二
十
分
間
）　

甲
辰
尋
常
小
學
校
、
那
覇
尋
常
小
學
校
、
泊
尋
常
小
學
校
▲
遊
戯
（
二
十
分
間
）　

松
山

尋
常
小
學
校
、泊
尋
常
小
學
校
女
子
▲
体
操
遊
戯
（
十
分
間
）　

首
里
尋
常
高
等
小
學
校
尋
常
科
男
子
▲
体
操
（
仝

上
）　

仝
校
高
等
科
▲
体
操
遊
戯
（
仝
上
）　

那
覇
高
等
小
學
校
▲
遊
戯
（
仝
上
）　

天
妃
高
等
小
學
校
▲
遊
戯
と

体
操
徒
手
（
仝
上
）　

遊
戯
は
師
範
學
校
附
属
生
徒
尋
常
一
二
年
、体
操
徒
手
は
仝
校
三
四
年
▲
唖
鈴
体
操
（
仝
上
）
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師
範
附
属
高
等
科
一
二
年
▲
球
竿
体
操
（
仝
上
）　

仝
科
三
四
年
▲
小
隊
教
練
（
仝
上
）　

那
覇
商
業
學
校
▲
ミ
ニ

ユ
エ
ッ
ト
（
仝
上
）
▲
兵
式
徒
手
と
唐
手
（
仝
上
）　

中
學
校
▲
中
隊
教
練
と
唐
手
（
二
十
分
間
）　

師
範
學
校
▲

徒
歩
競
争
（
十
分
間
）　

競
争
距
離
ハ
四
百
米
突
と
六
百
米
突
に
し
て
中
學
校
生
徒
な
り

　

雨
天
順
延
に
し
て
本
日
は
潮
時
の
都
合
に
依
り
午
后
二
時
よ
り
運
動
を
開
始
す
べ
し
と
い
ふ（

11
（

　

以
上
の
二
件
の
記
事
で
は
、
兵
式
体
操
や
中
隊
教
練
等
と
空
手
が
順
番
的
に
前
後
に
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
つ

の
セ
ッ
ト
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
空
手
と
軍
事
教
練
的
種
目
が
比
肩
す
る
演
目
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
空
手
が
軍
事
教
練
的
種
目
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き

る
。
ま
た
、
本
項
の
論
旨
か
ら
少
し
外
れ
る
が
、「
▲
兵
式
徒
手
と
唐
手
（
仝
上
）　

中
學
校
」
の
記
述
か
ら
は
、
前
項

で
指
摘
し
た
中
学
校
の
体
育
科
目
（「
普
通
体
操
」
も
し
く
は
「
兵
式
体
操
」）
に
お
け
る
空
手
の
分
類
が
不
透
明
で
あ

る
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
師
範
学
校
同
様
に
兵
式
体
操
に
分
類
し
て
指
導
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
推
察
が
可
能
で

あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
伝
統
的
武
芸
種
目
の
可
能
性
に
関
し
て
検
討
を
行
う
。
本
土
に
お
け
る
伝
統
的
武
芸
種
目
は
先
述
し
た
先
行

研
究
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
柔
道
や
撃
劔
が
主
な
種
目
で
あ
る
。
例
え
ば
、
秦
の
研
究
に
よ
れ
ば
「
第

三
期
」
開
始
と
な
る
明
治
三
四
年
以
降
の
運
動
会
に
お
い
て
、「
角
力
」「
剣
客
試
合
」「
柔
術
形
之
部
」
な
ど
が
伝
統

的
武
芸
種
目
と
し
て
見
ら
れ
る

（
11
（

。
一
方
で
、
明
治
期
の
沖
縄
で
は
管
見
の
限
り
、
運
動
会
で
の
空
手
を
除
い
た
伝
統
的
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武
芸
種
目
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
空
手
と
比
較
す
る
と
、
柔
道
や
撃
劔
が
学
校
教
育
に

導
入
さ
れ
る
時
期
が
非
常
に
遅
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
明
治
晩
年
と
な
る
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
四
月

一
一
日
（
木
）
二
面
の
「
〇
文
部
と
中
學
武
術
」
に
よ
れ
ば
、「
中
學
の
撃
劔
及
び
柔
道
は
（
中
略
）
文
部
省
は
去
四

月
一
日
よ
り
正
科
と
し
て
之
を
體
操
中
に
加
ふ
る
こ
と
を
得
せ
し
め
」
と
あ
り

（
11
（

、
空
手
が
正
課
体
育
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
と
比
較
す
る
と
一
〇
年
の
遅
れ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

（
11
（

。
さ
ら
に
、
明
治

期
に
開
催
さ
れ
た
全
運
動
会
の
中
で
も
閑
院
宮
同
妃
両
殿
下
の
台
覧
が
あ
り
、
最
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
「
聯
合
運
動
會
」
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
演
技
内
容
で
あ
っ
た
。

　
　

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
一
一
月
一
三
日
（
日
）
一
面

　
　

〇
聯
合
運
動
會
順
序

　
　

來
月
十
八
日
閑
院
宮
仝
妃
両
殿
下
の
台
臨
を
仰
ぎ
て
擧
行
せ
ら
る
可
き
縣
下
聯
合
大
運
動
會
は
潟
原
に
於
て
行

は
れ
先
づ
各
學
校
長
集
合
し
て
會
長
よ
り
開
會
の
辭
を
述
べ
君
が
代
の
唱
歌
を
合
唱
し
て
運
動
に
移
る
事
に
決
せ

り
運
動
の
順
序
左
の
如
し

一
、
各
個
演
習　

七
分　

那
覇
各
小
學
校
全
体

二
、
人
馬
競
争　

五
分　

嶋
尻
郡
農
學
校
全
体
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三
、
西
、
二
分
間
体
操

　
　

東
、
各
個
演
習　

七
分　

首
里
小
學
校
男
全
体

四
、
行
進
遊
戯　

七
分　

嶋
尻
各
小
學
校
尋
常
五
、六
、
女
全
体

五
、
各
個
演
習　

七
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
四
、
男
全
体

六
、
ス
プ
ー
ン
レ
ー
ス　

四
分　

師
範
學
校
女
子
部
那
覇
女
子
技
藝
學
校

七
、
西
、
各
個
演
習

　
　

東
、
唖
鈴
体
操　

七
分　

國
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
高
等
男
全
体

八
、
玉
送
り　

七
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
高
等
女
全
体

九
、
兵
式
徒
手
体
操　

六
分　

國
頭
中
頭
両
郡
校
學
農
全
体

一
〇
、
徒
歩
競
争　

二
分　

縣
内
尋
常
小
學
校
選
手
一
校
一
人
宛
四
十
八
人

一
一
、
同　

二
分　

同

一
二
、
各
個
演
習　

五
分　

島
尻
郡
各
小
學
校
尋
常
四
男
全
体

一
三
、
中
隊
教
練　

十
五
分　

中
學
校

一
四
、
主
婦
ノ
多
忙　

二
分　

那
覇
各
小
學
校
女

一
五
、
時
限
徒
歩
競
争　

二
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
五
六
男
百
一
人

一
六
、
櫻
花　

五
分　

島
尻
郡
各
小
學
校
五
六
男
全
体
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一
七
、
兵
式
徒
手
體
操　

六
分　

中
學
校
分
校
養
秀
學
校
全
体

一
八
、
唖
鈴
拾
ひ　

二
分　

師
範
學
校
附
属
小
學
校
七
十
五
人

一
九
、
□
手
玉　

三
分　

首
里
女
子
小
學
校
六
十
人

二
〇
、
徒
手
體
操　

七
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
五
男
全
體

二
一
、
五
色
徒
歩
競
爭　

三
分　

縣
内
高
等
小
學
校
男
選
手
二
區
二
郡
各
五
人
宛
卅
五
人

二
二
、
旗
取
競
爭　

四
分　

島
尻
郡
女
子
工
業
徒
弟
學
校
全
体

二
三
、
球
竿
体
操　

五
分　

島
尻
郡
各
小
學
校
高
等
一
、二
男
全
体

二
四
、
各
個
演
習　

七
分　

師
範
學
校
附
属
小
學
校
全
体

二
五
、
西
、
作
業
競
爭

　
　
　

東
、
造
花
競
爭　

十
分　

首
里
工
業
徒
弟
學
校
四
十
人
女
子
工
藝
學
校
全
體
百
人

二
六
、
旗
體
操　

七
分　

那
覇
各
小
學
校
男
全
體

二
七
、
唖
鈴
體
操　

七
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
六
男
全
體

二
八
、
方
舞　

十
四
分　

高
等
女
學
校

二
九
、
兵
式
徒
手
體
操　

六
分　

那
覇
商
業
學
校
水
産
學
校

三
〇
、
徒
歩
競
走
（
六
百
米
突
）　

三
分　

縣
内
高
等
小
學
校
男
選
手
各
校
一
名
宛

三
一
、
玉
送
り　

七
分　

嶋
尻
郡
各
小
學
校
尋
常
四
、
女
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三
二
、
綱
曳　

十
五
分　

島
尻
郡
各
小
學
校
男
全
體
三
千
百
四
十
人

三
三
、
唐
手　

七
分　

中
學
校

三
四
、
プ
ロ
ネ
ー
ヅ　

七
分　

那
覇
各
小
學
校
女
全
體

三
五
、
各
個
演
習　

七
分　

中
頭
郡
小
學
校
尋
四
、五
女
全
体
當

三
六
、
中
隊
教
練　

十
五
分　

師
範
學
校
全
体

三
七
、
西
富
士
山
東
プ
ロ
ネ
ー
ツ　

七
分　

首
里
女
子
小
學
校
全
体

三
八
、
各
個
演
習
及
唖
鈴
體
操　

五
分　

嶋
尻
郡
各
小
學
校
尋
常
五
、六
男
全
體

三
九
、
野
試
合　

八
分　

各
中
學
校
選
手

四
〇
、
徒
手
體
操　

七
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
高
一
二
尋
五
六
女
全
體

四
一
、
旗
取
競
爭　

三
分　

國
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
男
百
人

四
二
、
各
個
演
習　

五
分　

師
範
學
校

四
三
、
五
色
徒
歩
競
走　

三
分　

縣
内
尋
常
小
學
校
選
手
二
區
三
郡
各
五
人
宛
廿
五
人

四
四
、
球
竿
體
操　

七
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
高
一
、
二
男
全
體

四
五
、
徒
手
體
操　

五
分　

嶋
尻
郡
各
小
學
校
高
一
、
二
尋
五
六
女
全
體

四
六
、
同
身
長
徒
歩
競
走　

二
分　

那
覇
各
小
學
校
男
七
十
人

四
七
、
旗
取
競
爭　

三
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
尋
常
四
、
男
六
十
一
人
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四
八
、
旗
取
競
爭　

三
分　

國
頭
郡
各
小
學
校
高
等
男
百
人

四
九
、
徒
歩
競
走
（
六
百
米
突
）　

三
分　

中
頭
郡
各
小
學
校
高
等
男
五
十
七
人

五
〇
、
徒
歩
競
走
（
千
米
突
）　

四
分　

中
等
學
校
選
手
各
校
三
人
宛
三
十
九
人

　
　

了
て
閉
會
の
辭
あ
り
天
皇
皇
后
両
陛
下
萬
歳
三
唱
の
後
退
散（

11
（

　

以
上
の
記
事
よ
り
、
武
道
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
種
目
は
空
手
の
み
で
あ
り
、
柔
術
や
撃
劔
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
第
三
期
に
お
い
て
見
ら
れ
る
は
ず
の
伝
統
的
武
芸
種
目
で
あ
る
柔
道
や
撃
劔
は

同
時
期
の
沖
縄
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
わ
っ
て
空
手
が
そ
の
役
割
を
全
面
的
に
担
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
・
分
析
か
ら
、
明
治
期
の
空
手
は
運
動
会
に
お
い
て
軍
事
教
練
的
種
目
・
伝
統
的
武
芸
種
目
の
ど
ち

ら
か
一
方
で
は
な
く
、
双
方
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
本
土
に
は
存
在
し
な
い
沖
縄

独
特
の
実
態
で
あ
り
、
柔
道
や
撃
劔
で
は
な
く
空
手
が
「
伝
統
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

　

二
─
三
、
空
手
に
期
待
さ
れ
た
も
の
と
、
実
際
の
評
価

　

最
後
に
、
運
動
会
で
演
じ
ら
れ
た
空
手
が
ど
の
よ
う
な
期
待
を
受
け
て
い
た
か
、
そ
し
て
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
評

価
を
得
て
い
た
の
か
、「
期
待
」
と
「
評
価
」
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

ま
ず
「
期
待
」
に
つ
い
て
は
、『
琉
球
新
報
』
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
六
月
四
日
（
土
）
一
面
の
「
〇
侍
從
武
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官
一
行
の
首
里
行
」
と
い
う
記
事
に
詳
し
い
。
そ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
中
學
校
に
趣
き
和
田
校
長
代
理
の
案
内
に
て

各
教
場
を
一
巡
し
て
其
教
授
法
を
視
更
に
運
動
場
に
於
て
兵
式
体
操
を
視
察
せ
ら
れ
夫
れ
よ
り
講
堂
に
於
て
生
徒
の
演

せ
る
本
縣
人
獨
得
の
唐
手
を
型
數
番
を
視
一
行
何
つ
れ
も
其
技
の
巧
み
な
る
を
□
せ
ら
れ
教
師
よ
り
説
明
を
聽
取
し
夫

れ
よ
り
も
運
動
場
の
一
隅
に
設
け
あ
る
小
柱
様
の
も
の
に
麻
裏
草
履
を
結
び
付
け
た
る
も
の
に
拳
骨
を
以
て
猛
烈
に
突

撃
す
る
唐
手
稽
古
の
有
様
を
視
ら
れ
た
る
後
運
動
場
に
集
合
し
た
る
職
員
生
徒
一
同
よ
り
挨
拶
を
受
け
ら
れ
侍
従
武
官

は
一
段
高
き
石
垣
の
上
に
設
け
ら
れ
た
る
演
壇
に
於
て
生
徒
に
對
し
其
体
育
の
最
も
必
要
な
る
事
よ
り
説
き
起
し
更
に

元
氣
□
養
ふ
は
質
素
に
あ
り
と
て
茨
城
縣
の
某
中
學
生
徒
の
綿
□
の
筒
袖
跋
足
に
て
其
行
動
の
活
發
な
る
事
引
証
し
大

に
体
育
を
奨
勵
し
尚
本
嶋
の
如
き
他
と
隔
絶
す
る
所
に
あ
り
て
は
常
に
他
府
縣
の
事
情
を
研
究
す
る
事
に
注
意
せ
さ
る

は
世
の
氣
運
に
遲
く
る
ゝ
事
等
諄
々
數
千
言
約
二
十
分
間
に
亘
り
て
頗
る
有
益
な
る
演
説
あ
り
」
と
あ
り

（
11
（

、
視
察
に
訪

れ
た
上
田
侍
従
武
官
に
よ
っ
て
、
空
手
が
体
育
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
演
説
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
の
「
体

育
と
し
て
の
必
要
性
」
と
は
、具
体
的
に
は
体
格
の
向
上
を
目
的
と
し
て
お
り
、時
代
は
異
な
る
が
大
正
五
（
一
九
一
六
）

年
八
月
一
七
日
（
木
）
二
面
に
関
連
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。
見
出
し
は
「
●
本
縣
人
の
體
格
向
上
に
關
し
て
（
四
）」

と
題
さ
れ
、「
撃
劔
、
柔
道
等
の
奨
勵
に
な
る
の
み
な
ら
ず
本
縣
固
有
の
唐
手
、
角
力
等
も
愈
々
發
揮
す
る
こ
と
が
出

來
る
か
と
思
ふ
。」
と
報
じ
ら
れ
た

（
1（
（

。
大
正
期
は
、
少
な
く
と
も
『
琉
球
新
報
』
で
欠
け
る
こ
と
な
く
確
認
で
き
る
大

正
元
（
一
九
一
二
）
年
～
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
間
で
は
、
当
時
の
沖
縄
県
人
の
体
格
の
小
さ
さ
を
度
々
記
事
に

し
て
お
り
、
体
格
の
向
上
を
促
す
記
事
や
体
育
を
奨
励
す
る
内
容
の
記
事
を
多
数
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
例
と
し
て
出
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し
た
記
事
に
お
い
て
も
、
連
載
の
最
後
を
「
充
分
の
研
究
を
な
し
一
大
決
心
を
以
て
体
格
の
向
上
に
努
力
せ
ら
れ
ん
こ

と
を
切
望
す
（
終
り
）」
と
締
め
く
く
り
、
体
格
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

（
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
報
道
内
容
か
ら
、
大
正
期
以
降
の
体
格
向
上
の
促
進
と
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
空
手
が
期
待
さ
れ
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
大
正
期
に
突
如
と
し
て
出
現
し
た
現
象
で
は
な
く
、
そ
の
前
身
と
な
る
明
治
期
か

ら
す
で
に
内
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
期
に
お
い
て
も
先
述
し
た
侍
従
武
官
の

演
説
に
あ
る
よ
う
に
体
育
と
し
て
の
必
要
性
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
明
治
期
は
体
格
向
上
の
手
段
と
し
て
空
手
に
可
能

性
と
期
待
を
見
出
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

続
い
て
、
空
手
の
得
た
「
評
価
」
に
関
す
る
検
討
を
行
う
が
、
こ
の
項
目
に
関
し
て
は
評
価
を
下
し
て
い
る
人
物
が

一
様
で
は
な
い
の
で
、
運
動
会
を
視
察
・
見
学
す
る
立
場
に
あ
っ
た
「
政
府
・
皇
族
」「
記
者
」「
地
域
」
の
三
者
か
ら

検
討
す
る
。

　

第
一
に
「
政
府
・
皇
族
」
の
評
価
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
一
二
月
二
四
日
（
土
）
一
面
の
「
〇
両
殿
下
の

御
事
ど
も
」
に
唯
一
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、「
運
動
會
の
参
加
生
徒
數
二
萬
二
百
人
と
日
比
知
事
よ

り
申
上
た
る
際
□
殿
下
に
は
そ
う
か
盛
ん
で
愉
快
だ
□
仰
せ
ら
れ
又
國
頭
郡
よ
り
参
加
せ
る
學
校
の
事
を
申
上
た
る
に

殿
下
に
は
そ
ん
な
遠
方
か
ら
來
た
か
他
の
府
縣
で
は
こ
ん
な
多
數
の
學
校
か
ら
□
緒
□
集
る
こ
と
は
餘
り
無
ひ
だ
ら
う

と
の
御
言
葉
も
あ
り
た
り
と
云
ふ
、
兒
童
生
徒
の
活
潑
、
運
動
の
機
微
、
技
術
の
熟
練
等
最
も
御
意
に
入
り
た
る
や
□

承
る
綱
引
、
唐
手
等
は
日
比
知
事
よ
り
特
に
御
説
明
申
上
た
る
に
是
亦
御
意
に
召
し
た
り
と
云
ふ
」
と
あ
り

（
11
（

、
特
に
説
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明
の
あ
っ
た
綱
引
と
空
手
を
台
覧
し
た
閑
院
宮
の
「
御
意
に
召
し
た
」
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
二
に
、「
記
者
」
の
示
し
た
空
手
の
評
価
は
、
当
時
珍
し
か
っ
た
空
手
の
演
武
を
一
種
の
感
想
と
い
う
形
で
述
べ

て
い
る
。
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
一
一
月
一
三
日
（
月
）
三
面
の
「
〇
運
動
會
雑
感
」
で
は
、「
▲
唐
手
ハ
一
種

の
体
操
見
た
様
に
仕
込
ま
れ
號
令
を
以
て
活
動
す
る
所
從
來
と
は
異
な
る
を
□
て
ち
と
異
様
の
感
を
起
し
て
何
を
な
し

に
可
笑
し
く
相
□
り
た
り
是
れ
全
く
唐
手
を
技
藝
と
の
み
考
へ
体
育
と
い
ふ
方
面
に
想
ひ
至
ら
さ
り
し
結
果
に
し
て
徒

手
体
操
を
爲
し
居
る
と
思
へ
ハ
又
愉
快
の
も
の
な
り
或
人
は
號
令
よ
り
ハ
太
鼓
か
適
當
す
と
い
へ
る
は
我
輩
も
同
感
に

思
ふ
所
な
り
然
し
常
に
教
授
を
す
る
上
よ
り
考
へ
な
は
號
令
の
必
要
も
存
す
る
な
る
べ
し
來
賓
の
望
み
に
よ
り
一
人
／

＼
出
て
□
爲
し
た
る
唐
手
は
眞
の
技
藝
と
し
て
余
程
面
白
く
感
し
た
り
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

（
11
（

。
こ
の
記
事
を
執
筆
し

た
記
者
は
、
当
時
の
空
手
が
体
育
と
し
て
徒
手
体
操
化
し
た
こ
と
を
「
愉
快
の
も
の
な
り
」
と
し
、
さ
ら
に
來
賓
の
要

請
に
よ
っ
て
一
人
一
人
行
っ
た
空
手
演
武
を
見
て
「
眞
の
技
藝
と
し
て
余
程
面
白
く
感
し
た
り
」
と
評
し
て
い
る
。
ま

た
、こ
う
し
た
記
者
に
よ
る
感
想
と
も
言
え
る
評
価
は
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
限
っ
て
登
場
す
る
記
事
で
あ
り
、

こ
れ
は
第
二
章
に
お
い
て
筆
者
が
指
摘
し
た
空
手
関
連
記
事
急
増
の
開
始
年
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
記
者
の
目

に
も
非
常
に
珍
し
い
も
の
と
し
て
映
っ
た
が
故
の
「
記
事
化
」
で
あ
っ
た
。

　

第
三
に
、「
地
域
」
の
評
価
は
先
に
見
た
「
政
府
・
皇
族
」「
記
者
」
の
二
者
の
場
合
と
は
異
な
り
、
数
多
く
の
記
事

に
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
「
際
立
ち
」「
勇
壮
」
と
い
っ
た
単
語
が
使
用
さ
れ
、「
注
目
度
合
い
の

高
さ
」
や
「
勇
ま
し
さ
」
を
伝
え
た
内
容
で
共
通
し
た
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
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一
〇
月
七
日
（
日
）
二
面
の
「
〇
潟
原
の
運
動
會
」
で
は
「
商
業
學
校
の
小
隊
教
練
中
學
校
の
唐
手
師
範
學
校
の
中
隊

教
練
等
は
流
石
に
際
立
ち
た
る
見
物
に
し
て
皆
觀
衆
の
喝
采
を
博
し
た
り

（
11
（

」、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
一
一
月
三

日
（
土
）
二
面
の
「
〇
小
禄
通
信/

▲
紀
念
運
動
會
」
で
は
、「
両
小
學
校
生
徒
の
唐
手
も
勇
壮
に
し
て
父
兄
の
注
目

を
引
け
り
」
と
い
っ
た
報
道
内
容
が
顕
著
な
例
で
あ
る

（
11
（

。
し
た
が
っ
て
、「
地
域
」
に
お
け
る
空
手
へ
の
評
価
は
、
そ

の
勇
壮
さ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

以
上
、運
動
会
で
演
じ
ら
れ
た
空
手
の「
指
導
者
」「
競
技
と
し
て
の
位
置
づ
け
」「
期
待
さ
れ
た
も
の
と
、実
際
の
評
価
」

の
三
要
素
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
と
め
る
と
、
明
治
期
の
空
手
の
指
導
は
兵
式
体
操
の
教
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
空
手

家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
運
動
会
で
実
際
に
演
じ
ら
れ
た
空
手
は
「
軍
事
教
練
的
種
目
」
に
分
類
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
非
常
に
強
い
軍
事
色
を
有
し
た
競
技
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は
、
明
治
期
の

沖
縄
県
の
運
動
会
が
担
っ
て
い
た
「
同
化
・
皇
民
化
」
を
促
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
も
な
っ
て
お
り
、「
政
府
・
皇
族
」

の
「
御
意
に
召
」
す
こ
と
に
成
功
し
、「
記
者
」「
地
域
」
に
は
「
珍
し
さ
」
と
同
時
に
「
勇
壮
さ
」
を
印
象
付
け
る
結

果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
沖
縄
に
特
異
な
実
態
と
し
て
、「
軍
事
教
練
的
種
目
」
で
あ
り
な
が
ら
、
唯
一
の
「
伝
統
的
武

芸
種
目
」と
し
て
の
役
割
も
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、空
手
は
運
動
会
の
中
で「
同
化
・

皇
民
化
」
の
発
信
装
置
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
た
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
の
「
伝
統
」
を
伝
え
る
唯
一
の
装
置
と
し
て
機

能
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
次
章
で
は
、本
章
で
考
察
し
た
よ
う
な
運
動
会
を
見
学
し
た
「
一
記
者
」
だ
け
で
な
く
、『
琉

球
新
報
』
自
身
が
明
治
期
の
空
手
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
論
調
と
背
景
に
関
し
て
考
察
を
試
み
る
。
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四
、
空
手
を
め
ぐ
る
『
琉
球
新
報
』
の
論
調
と
そ
の
背
景

　

筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
大
正
期
の
『
琉
球
新
報
』
に
お
け
る
運
動
会
の
記
事
件
数
は
激
減
す
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
る

（
11
（

。
代
わ
っ
て
、
空
手
そ
の
も
の
を
「
主
役
」
と
し
て
扱
っ
た
記
事
が
急
激
に
増
加
す
る
。
実
際
に
そ
の
記
事
件
数

を
比
較
す
る
と
、
明
治
期
は
一
件
、
大
正
期
は
二
七
件
と
な
り
、
そ
の
差
は
歴
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
治
期
の
一
件

は
明
治
三
一
年
～
四
五
年
の
一
四
年
と
い
う
長
い
年
月
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
対
し
、
大
正
期
の
二
七
件
は
大
正

元
年
～
四
年
の
三
年
間
と
い
う
短
期
間
の
う
ち
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
年
数
に
対
す
る
記
事
件
数
の
比
率

に
も
明
確
な
開
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

（
11
（

。
そ
こ
で
、
空
手
が
「
主
役
」
と
な
る
記
事
が
急
増
す
る
以
前
の
明
治
期
に

お
い
て
、『
琉
球
新
報
』
は
ど
の
よ
う
な
論
調
を
示
し
、
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
を
以
下
で
明
ら
か
に
し
て

い
く
。

　
（
一
）
論
調
の
分
析

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
期
の
『
琉
球
新
報
』
で
は
空
手
そ
の
も
の
に
言
及
し
た
記
事
が
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、

い
わ
ゆ
る
空
手
が
記
事
の「
主
役
」と
し
て
報
道
さ
れ
た
の
は
左
記
の
一
件
の
み
で
あ
る
。（
第
二
章【
表
２
】に
お
い
て
、

「
④
そ
の
他
」
の
「
唐
手
」
に
分
類
）
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明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
六
月
八
日
（
土
）
二
面

　
　

●
机
上
短
信
／
編
輯
子

　

◎
児
童
に
殺
伐
闘
争
の
氣
あ
る
は
決
し
て
喜
す
べ
き
現
象
に
て
は
非
ざ
る
也
彼
等
が
何
等
辨
別
の
心
も
な
き
時

代
よ
り
し
て
各
自
の
爭
ひ
に
無
や
み
矢
た
ら
に
唐
手
の
真
似
を
試
む
る
の
は
尚
武
發
揚
の
氣
風
と
云
ふ
と
は
能

は
ざ
る
べ
く
候
所
謂
之
れ
私
闘
に
勇
む
の
氣
風
を
激
奨
す
る
も
の
に
し
て
優
容
た
る
大
國
人
民
の
氣
象
に
て
は

あ
ら
ざ
る
也

　

◎
懸
下
元
来
扇
子
一
本
に
て
治
ま
り
た
り
と
申
す
こ
と
に
て
候
所
謂
文
治
の
理
想
境
禮
樂
の
國
と
は
斯
く
の
如

き
も
の
な
る
や
知
る
べ
か
ら
ず
と
雖
ど
も
本
來
が
慓
悍
の
性
質
に
て
候
是
等
の
文
治
、
是
等
禮
樂
の
境
に
も
唯

一
の
武
道
と
し
て
嗜
ま
れ
た
る
も
の
は
唐
手
と
稱
す
る
野
蛮
民
族
私
闘
の
方
法
に
て
候

　

◎
武
人
の
劔
を
佩
ふ
る
は
古
來
私
闘
の
爲
め
に
之
れ
を
用
ふ
る
を
許
さ
れ
ざ
り
し
者
に
候
我
邦
封
建
既
に
久
し

く
各
藩
競
ふ
て
武
を
磨
き
た
る
時
は
尚
更
の
こ
と
に
て
候
封
建
以
前
武
門
の
盛
な
る
時
又
は
戦
國
暗
澹
の
時
に

て
も
私
闘
は
臆
病
乱
心
の
所
爲
な
り
と
し
て
同
列
の
□
せ
ざ
る
所
に
て
候
ひ
き
況
ん
や
明
治
時
代
と
な
り
て
以

來
は
武
術
の
公
戦
の
爲
め
に
磨
く
は
大
國
の
氣
風
と
し
て
稱
揚
す
べ
き
一
義
に
て
も
候
べ
し
然
れ
ど
も
本
縣
人

民
の
如
く
に
無
や
み
矢
た
ら
に
唐
手
の
當
て
身
を
試
む
る
も
の
は
な
か
る
べ
く
候

　

◎
本
縣
警
察
事
故
の
多
く
は
彼
等
に
唐
手
の
心
得
あ
る
が
爲
め
な
り
と
申
す
事
に
て
候
酒
興
乱
舞
の
揚
句
に
強
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き
酒
精
に
あ
て
ら
れ
て
殺
人
な
ど
を
□
出
す
る
は
悉
く
唐
手
の
當
て
身
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
は
な
し
と
云
ふ

こ
と
に
て
候
往
／
＼
に
し
て
助
骨
な
ど
の
破
ら
れ
あ
る
は
職
と
し
て
此
の
唐
手
の
一
手
に
掛
り
た
る
も
の
に
て

候

　

◎
明
治
の
政
府
は
三
十
餘
年
前
の
昔
に
廃
刀
令
を
實
行
し
た
れ
ど
も
沖
縄
縣
民
の
武
器
た
る
唐
手
の
一
手
を
さ

へ
も
之
を
奪
ひ
去
る
と
能
は
ざ
る
に
て
候
刀
劔
以
て
人
を
殺
す
と
唐
手
の
一
技
以
て
人
を
殺
す
と
危
険
の
程
度

に
於
て
異
な
り
た
る
は
な
く
殺
伐
の
氣
風
に
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
と
存
候
吾
人
は
寧
ろ
後
者
を
以
て
危
険
の
大

な
る
を
見
る
も
の
な
り

　

◎
刀
劔
は
顕
は
に
人
に
危
険
を
豫
示
な
れ
ど
も
唐
手
は
猫
の
爪
の
如
く
に
深
く
隠
れ
て
時
に
應
じ
て
之
を
使
用

す
出
没
隱
顕
只
だ
其
の
人
の
感
情
の
儘
□
時
に
之
を
行
ふ
こ
と
を
得
る
な
り
縣
民
風
尚
の
□
和
な
ら
ざ
る
限
り

は
此
の
危
険
よ
り
脱
れ
得
べ
く
も
あ
ら
ざ
る
也

　

◎
唐
手
の
一
手
を
容
易
に
用
ふ
る
人
民
の
□
□
□
方
は
□
に
危
険
千
萬
に
し
て
恆
に
武
装
の
心
掛
け
な
か
る
べ

か
ら
ざ
る
也

　

◎
長
鎗
大
刀
を
用
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
人
民
は
猫
の
如
く
に
隱
れ
た
る
武
器
を
有
せ
り
き
随
時
に
之
を
用
ひ

て
危
険
多
き
事
情
は
警
察
事
務
に
詳
悉
せ
る
も
の
／
＼
夙
に
慨
歎
す
る
所
な
り
と
す
吾
人
は
用
ふ
る
に
其
の
場

合
を
得
れ
ば
唐
手
の
如
き
つ
ま
ら
ぬ
も
の
も
自
か
ら
可
な
る
べ
し
と
想
ふ
旅
順
格
闘
戦
の
如
き
に
當
て
身
の
一

つ
も
試
む
る
に
於
て
は
公
戦
の
具
と
相
成
可
申
存
候
得
共
今
日
縣
民
の
多
く
は
之
を
私
闘
に
用
ふ
る
に
於
て
甚
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だ
巧
妙
を
極
濫
用
の
弊
に
達
し
居
候
否
な
實
際
は
彼
等
が
之
を
公
戦
に
用
ふ
る
の
勇
氣
も
な
く
又
其
価
値
な
き

も
の
に
候
仮
令
其
の
勇
あ
る
も
元
來
が
私
闘
の
具
に
候

　

◎
北
清
に
拳
匪
の
乱
あ
り
き
縣
民
の
所
謂
唐
手
な
る
も
の
は
畢
□
拳
匪
の
武
器
に
し
て
公
戦
の
具
に
て
は
あ
ら

ざ
る
也
柔
術
の
如
く
に
之
を
躰
育
に
用
ふ
る
に
於
て
は
本
來
の
組
織
が
餘
り
に
急
所
に
過
ぎ
て
餘
猶
の
乏
し
き

野
蛮
時
代
の
遺
物
な
り
と
す

　

◎
坊
間
散
歩
出
入
の
□
り
に
童
幼
等
に
し
て
口
論
の
揚
句
は
必
ず
唐
手
の
使
用
と
な
り
て
敵
の
眼
睛
を
試
み
頭

蓋
を
衝
き
肋
骨
目
懸
け
て
接
觸
を
試
む
る
等
危
険
は
實
に
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
目
堵
し
て
縣
下
の
父

兄
、
教
育
の
位
置
に
在
る
人
／
＼
に
對
し
て
一
言
申
進
候
是
等
私
闘
の
氣
風
と
私
闘
野
蛮
の
軍
法
は
充
分
の
注

意
取
締
、
教
訓
を
要
す
る
も
の
□
候

　

◎
徳
川
時
代
武
家
少
年
の
間
に
は
帯
刀
せ
し
め
た
る
も
の
に
て
候
武
術
も
教
へ
た
る
も
の
に
て
候
然
れ
ど
も
彼

等
の
帯
刀
の
抦
と
鯉
口
の
間
に
は
紙
捻
の
封
目
あ
り
た
る
筈
に
て
候
刀
身
ハ
大
抵
刃
を
殺
し
あ
り
た
り
筈
に
て

候
紙
捻
の
封
じ
目
に
慈
親
の
尊
厳
を
以
て
し
て
厳
重
な
る
教
訓
の
云
ひ
含
め
あ
り
た
れ
ど
も
沖
縄
縣
下
少
年
の

間
の
唐
手
に
□
是
等
何
者
の
用
意
も
な
き
は
教
訓
者
の
怠
慢
な
り
我
が
子
が
愛
せ
ず
人
の
子
を
輕
ず
る
の
所
爲

に
て
候

　

◎
凡
て
武
術
は
眞
逆
の
時
の
心
得
に
す
べ
き
も
の
に
し
て
私
闘
争
論
の
間
に
唐
手
を
用
ふ
る
が
如
き
ハ
縣
民
人

情
の
慓
悍
野
生
を
意
味
せ
ず
し
て
果
し
て
何
ぞ
や（

11
（
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右
の
記
事
で
は
、
空
手
が
「
野
蛮
民
族
私
闘
の
方
法
」「
危
険
の
大
な
る
を
見
る
も
の
な
り
」「
餘
猶
の
乏
し
き
野
蛮

時
代
の
遺
物
な
り
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
空
手
に
対
す
る
明
ら
か
な
嫌
悪
感
を
示
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
見

出
し
に
も
あ
る
よ
う
に
「
編
輯
子
」、
つ
ま
り
『
琉
球
新
報
』
の
編
集
者
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
空

手
に
対
す
る
『
琉
球
新
報
』
の
見
解
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
記
事
を
左
に
引
用
す
る
。

　
　

明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
六
月
一
三
日
（
月
）
二
面

　
　

●
短
信
一
束
／
首
里
一
布
衣
生
／
▲
頑
派
の
児
童
教
育

　
　

教
育
の
必
要
ハ
流
石
の
頑
派
連
も
多
少
気
が
附
た
と
見
え
以
前
よ
り
同
臭
味
の
者
共
を
語
ら
ひ
桃
原
な
る
浦
添

朝
忠
氏
（
旧
按
司
家
に
し
て
久
く
清
国
に
滞
留
し
近
年
帰
県
せ
し
同
派
の
首
領
株
）
の
邸
内
に
集
会
し
七
八
歳
以

上
の
学
齢
児
童
を
勧
誘
し
盛
ん
に
漢
籍
（
四
書
類
）
算
術
習
字
唐
手
（
支
那
流
柔
術
の
？
）
な
と
の
諸
科
目
を
教

授
せ
り
講
師
ハ
何
つ
れ
の
馬
の
骨
や
は
知
ら
さ
れ
と
も
二
三
名
許
も
あ
る
由
に
て
生
徒
も
亦
五
六
十
名
以
上
あ
り

勿
論
こ
れ
ハ
例
の
門
閥
階
級
を
棚
に
上
げ
て
士
農
工
商
何
つ
れ
の
子
弟
も
入
学
せ
し
む
る
規
程
な
り
と
云
ま
た
勉

め
て
子
弟
の
歓
心
を
買
は
む
為
め
な
ら
む
か
時
／
＼
腰
弁
当
な
と
を
提
け
て
景
色
好
き
場
所
へ
引
卒
し
運
動
会
遠

足
な
と
の
企
て
も
あ
り
と
い
へ
は
常
に
彼
等
に
あ
り
な
れ
た
る
飲
み
喰
ひ
一
方
の
会
合
と
は
些
と
変
調
子
の
趣
向

と
い
ふ
へ
し（

11
（
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こ
の
記
事
は
『
琉
球
新
報
』
全
体
か
ら
見
て
も
空
手
関
連
記
事
の
初
出
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、当
時
『
琉
球
新
報
』

の
相
反
す
る
組
織
と
し
て
位
置
し
て
い
た
「
頑
派
」、
つ
ま
り
頑
固
党
の
動
態
に
関
し
て
報
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
記
事
に
登
場
す
る
空
手
と
い
う
も
の
は
、「
旧
慣
期
」
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
「
琉
球
王
国
時
代
」
を
象
徴
す
る
も

の
の
一
つ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
当
時
の
『
琉
球
新
報
』
が
空
手
を
同
化
・
皇
民
化
政
策
の
真
逆
と
な
る
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
記
事
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
当
時
の
『
琉
球
新

報
』
は
空
手
に
対
し
て
、「「
旧
体
制
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
野
蛮
な
も
の
」
と
す
る
論
調
で
あ
っ
た
。

　
（
二
）「
旧
慣
期
」「
王
国
時
代
」
の
遺
物
と
見
な
し
た
背
景
か
ら
見
る
明
治
期
の
空
手

　

前
項
で
示
し
た
通
り
明
治
期
の
『
琉
球
新
報
』
は
、
空
手
を
野
蛮
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
「
旧
慣
温
存
」
の
遺
物
と

し
て
報
道
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
第
二
章
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
期
の
空
手
関
連
記
事
は
日
露
戦
争
終
戦
を
契

機
に
そ
の
数
を
急
激
に
拡
大
さ
せ
る
が
、
そ
の
際
に
空
手
そ
の
も
の
を
論
じ
る
記
事
が
極
端
に
少
な
く
、
運
動
会
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
「
実
演
の
結
果
報
告
」
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、こ
う
し
た
「
齟
齬
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、『
琉
球
新
報
』
自
身
は
空
手
を
「
旧
体
制
」
の
象
徴
の
一
つ
と
捉
え
て
い
た
一
方
で
、
第
三
章
で
明
ら

か
に
し
た
よ
う
な
皇
族
を
始
め
と
す
る
明
治
政
府
側
は
、
空
手
に
同
化
・
皇
民
化
教
育
の
可
能
性
を
見
出
し
、
県
当
局

や
学
校
現
場
に
お
い
て
も
積
極
的
な
空
手
の
実
演
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
教
育
の
現
場
で
空
手
教
育
を
徹
底
さ
せ
た
政
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府
と
『
琉
球
新
報
』
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
、
増
加
し
た
空
手
演
武
を
「
報
道
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
」
と
し
て
止
む

無
く
記
事
に
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
「
実
演
の
結
果
報
告
」「
報
道
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
」
と
い

う
の
は
、「
彙
報
欄
」「
彙
報
記
事
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
社
説
等
の
よ
う
な
新
聞
社
の
立
場
を
前
面
に
押
し
出
し

た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ス
の
よ
う
な
事
実
報
道
で
あ
る
た
め
、
運
動
会
の
よ
う
に
政
府
や
県
当
局
、
場

合
に
よ
っ
て
は
皇
室
の
人
間
が
関
わ
る
行
事
を
「
彙
報
」
と
し
て
報
道
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
齟
齬

や
矛
盾
の
大
き
な
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
琉
球
新
報
』
の
報
道
内
容
か
ら
見
る
明
治
期
の
空
手
と
は
、
体
育
化
・
軍
事
教
練
化
の
過
程
で
あ

る
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
い
が
、
政
府
を
始
め
と
す
る
公
的
機
関
と
の
間
に
方
針
の
相
違
も
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
ま
だ
混

乱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
も
し
空
手
の
近
代
化
を
「
大
衆
へ
の
公
開
」「
学
校
・
軍
事
教
育

と
し
て
の
体
系
化
」と
定
義
す
る
な
ら
ば
、明
治
期
は
近
代
空
手
形
成
の「
過
渡
期
」で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、『
琉
球
新
報
』
を
基
礎
資
料
と
し
て
記
事
件
数
の
数
的
推
移
・
分
布
や
報
道
内
容
の
分
析
を
行
う
こ
と
で
、

明
治
期
沖
縄
県
の
空
手
が
学
校
教
育
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
『
琉
球
新
報
』
が
ど
の

よ
う
な
論
調
で
報
道
を
行
っ
て
い
た
か
考
察
し
た
。
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従
来
の
研
究
で
は
、
明
治
期
沖
縄
県
の
空
手
が
学
校
教
育
の
中
で
指
導
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
漠
然
と
指
摘
す
る
に
留

ま
っ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
当
時
の
空
手
が
日
露
戦
争
終
戦
と
な
る
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
を
契
機
に
報
道
件
数

を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
た
こ
と
や
、
軍
事
教
練
の
成
果
を
示
す
場
と
し
て
位
置
づ
い
て
い
た
運
動
会
で
演
じ
ら
れ
て
い

た
事
か
ら
、
空
手
が
非
常
に
強
い
軍
事
色
を
有
し
た
競
技
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
空
手
は
軍
事
教
練
の

成
果
を
示
す
と
同
時
に
沖
縄
の
伝
統
を
表
現
す
る
唯
一
の
競
技
と
し
て
機
能
し
、
全
国
的
に
見
て
も
特
異
な
存
在
で

あ
っ
た
。
一
方
で
、「
政
府
・
皇
族
」「
記
者
」「
地
域
」
の
三
者
か
ら
申
し
分
な
い
評
価
を
受
け
た
空
手
は
、
そ
れ
を

報
道
し
て
い
た
張
本
人
で
あ
る
『
琉
球
新
報
』
か
ら
は
対
極
と
な
る
、「
野
蛮
」
と
い
っ
た
評
価
を
受
け
て
い
た
。
空

手
認
識
に
対
し
て
こ
う
し
た
矛
盾
を
抱
え
た
明
治
期
は
、
近
代
空
手
形
成
の
「
過
渡
期
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
空
手
の
爆
発
的
な
広
ま
り
を
見
せ
る
大
正
期
・
昭
和
前
期
の
前
身
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、本
稿
で
は
明
治
期
の
空
手
の
実
態
に
関
し
て
、従
来
の
空
手
研
究
で
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
琉

球
新
報
』
と
い
う
資
料
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、
学
校
教
育
・
軍
事
と
の
関
係
性
や
、『
琉
球
新
報
』
と
「
政
府
・
皇

族
」「
記
者
」「
地
域
」
の
三
者
と
の
間
に
存
在
す
る
評
価
の
矛
盾
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
同
時
に
今
後

の
研
究
課
題
と
な
る
点
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、「
な
ぜ
明
治
期
の
『
琉
球
新
報
』
は
社
会
と
の
間
に
評
価

の
矛
盾
が
生
じ
る
に
至
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た
、
矛
盾
の
原
因
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は

当
然
明
治
期
の
『
琉
球
新
報
』
が
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
同
化
・
皇
民
化
や
日
清
戦
争
以
後
の
旧
慣
改
良
に
深
く

関
係
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
本
稿
で
も
原
因
の
一
端
と
し
て
、
皇
族
や
政
府
関
係
者
が
参
加
す
る
行
事
の
「
彙
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報
」
と
し
て
止
む
無
く
空
手
の
実
演
が
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
同
化
・
皇
民
化
を
推
し

進
め
る
『
琉
球
新
報
』
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
政
府
関
係
者
が
空
手
に
軍
事
教
育
の
十
分
な
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
う
し
た
不
一
致
及
び
矛
盾
は
不
自
然
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
空
手
に
限
ら
ず
武
術
史
全
体
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
、
男
性
性
・
女
性
性
に
つ
い
て
も
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
明
治
期
の
空
手
は
男
性
を
中
心
に
学
ば
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
論
考
を
進
め
た
が
、
現
代
を
見
れ
ば
明

ら
か
な
よ
う
に
、
女
性
が
空
手
を
学
び
始
め
る
時
期
は
必
ず
ど
こ
か
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治

期
の
女
性
と
空
手
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

【
注
】

（
（
） 

宮
本
知
次
、
青
木
清
隆
、
数
馬
広
二
、
中
谷
康
司
、
小
林
勝
法
、
外
間
哲
弘
「
空
手
道
の
近
代
化
を
め
ぐ
る
船
越
義
珍
に
関

す
る
研
究
課
題
」
中
央
大
学
保
健
体
育
研
究
所
編
『
中
央
大
学
保
健
体
育
研
究
所
紀
要
』
第
二
三
号
、
中
央
大
学
出
版
部
、

二
〇
〇
五
年
、
三
月
、
一
〇
二
頁
。

（
（
） 

嘉
手
苅
徹
「
近
代
に
お
け
る
空
手
の
歴
史
─
空
手
の
名
称
の
変
遷
に
つ
い
て
、
戦
前
期
の
単
行
本
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
の
記
録

か
ら
読
み
取
る
─
」
日
本
武
道
学
会
編
『
武
道
学
研
究
』
四
四
号
、
日
本
武
道
学
会
、
二
〇
一
二
年
、
三
月
、
一
七
九
頁
。

（
（
） 

盧
姜
威
「
近
代
沖
縄
〝
空
手
〟
の
普
及
発
展
」
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研
究
所
編
『
沖
縄
芸
術
の
科
学
─
沖
縄
県
立
芸
術
大

学
附
属
研
究
所
紀
要
─
』
二
三
号
、
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
、
三
月
、
五
七
頁
。



60（ 明治期沖縄県における「報道」から見る空手の諸相

（
（
） 

鈴
木
耕
太
「
近
代
沖
縄
の
娯
楽
─
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
娯
楽
の
一
端
─
」
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研
究
所
編
『
沖
縄
芸

術
の
科
学
─
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研
究
所
紀
要
─
』
二
八
号
、
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
、
三
月
、

四
三-

六
九
頁
。

（
5
） 「
明
治
時
代
、
沖
繩
に
は
『
琉
球
新
報
』『
沖
繩
新
聞
』『
沖
繩
毎
日
新
聞
』
と
い
う
三
つ
の
新
聞
が
あ
っ
た
。
し
か
し
後
の
二

紙
は
大
正
三
年
ご
ろ
に
は
姿
を
消
し
、昭
和
ま
で
生
き
延
び
た
の
は
、最
初
の
『
琉
球
新
報
』
だ
け
で
あ
る
。」（
大
田
昌
秀
「
明

治
時
代
の
沖
縄
の
新
聞
（
上
）
─
『
琉
球
新
報
』
─
」
横
田
実
『
新
聞
研
究
』
日
本
新
聞
協
会
発
行
、
一
九
六
四
年
、
六
月
、

六
一
頁
よ
り
）

（
6
） 

琉
球
新
報
八
十
年
史
刊
行
委
員
会
『
琉
球
新
報
八
十
年
史
』
琉
球
新
報
社
、
一
九
七
三
年
、
七
─
二
四
頁
。

（
7
） 

実
際
は
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
琉
球
新
報
の
う
ち
、
二
七
年
一
二
月
一
六
日
、
一
二
月
二
八
日
、

二
八
年
五
月
七
日
の
三
つ
は
現
存
し
て
お
り
、
沖
縄
県
立
図
書
館
の
郷
土
資
料
室
に
て
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
筆
者
も
調
査
済
み

で
あ
る
が
、
空
手
関
連
記
事
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
8
） 

前
掲
書
『
琉
球
新
報
八
十
年
史
』
一
〇
頁
。

（
9
） 

琉
球
新
報
百
年
史
刊
行
委
員
会
『
琉
球
新
報
百
年
史
』
琉
球
新
報
社
、
一
九
九
三
年
、
三
頁
。

（
（0
） 

前
掲
書
『
琉
球
新
報
百
年
史
』
八
頁
。

（
（（
） 

前
掲
書
『
琉
球
新
報
百
年
史
』
九
頁
。

（
（（
） 

前
掲
書
「
明
治
時
代
の
沖
縄
の
新
聞
（
上
）
─
『
琉
球
新
報
』
─
」
六
二
頁
。
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（
（（
） 

前
掲
書
「
明
治
時
代
の
沖
縄
の
新
聞
（
上
）
─
『
琉
球
新
報
』
─
」
六
四
頁
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
八
九
八
年
六
月
一
三
日
二
面
。
な
お
、「
？
」
記
号
は
『
琉
球
新
報
』
内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
記
号
を
そ
の
ま

ま
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（5
） 『
琉
球
新
報
』
一
八
九
八
年
八
月
一
九
日
二
面
。

（
（6
） 『
琉
球
新
報
』
一
八
九
九
年
一
月
一
五
日
三
面
。

（
（7
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
一
年
九
月
二
三
日
二
面
。

（
（8
） 「
〇
」「
▲
」
は
そ
れ
ぞ
れ
『
琉
球
新
報
』
内
で
見
出
し
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
記
号
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
、

以
降
同
様
と
す
る
。

（
（9
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
六
年
九
月
二
二
日
一
面
。
な
お
、「
□
」
は
判
読
不
能
文
字
を
表
し
て
お
り
、
以
降
同
様
と
す
る
。

（
（0
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
六
年
九
月
二
二
日
一
面
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
以
降
同
様
と
す
る
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
七
年
一
一
月
二
八
日
三
面
。

（
（（
） 

教
育
学
術
研
究
会
『
小
學
校
事
彙
』
同
文
館
、
一
九
〇
四
年
、
三
八
二
頁
。

（
（（
） 

吉
見
俊
哉
、
白
幡
洋
三
郎
ほ
か
『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
青
弓
社
、
一
九
九
九
年
、
九
九
─
一
〇
六
頁
。

（
（（
） 

前
掲
書
『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
一
五
二
頁
。

（
（5
） 

前
掲
書
「
明
治
期
の
旧
制
中
学
に
お
け
る
運
動
会
の
研
究
（
一
）
─
明
治
三
三
・
三
四
年
の
愛
知
三
中
の
運
動
会
─
」
六
八
頁
。

（
（6
） 

真
栄
城
勉
「
明
治
期
の
沖
縄
県
に
お
け
る
運
動
会
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
」
琉
球
大
学
教
育
学
部
編
『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
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要
』
四
二
号
、
琉
球
大
学
教
育
学
部
、
一
九
九
三
年
、
三
月
、
二
九
九
、
三
〇
一
頁
。

（
（7
） 
川
合
勇
「
沖
縄
に
お
け
る
学
校
行
事
の
一
考
察
─
学
校
生
活
に
お
け
る
「
ゆ
と
り
」
と
「
私
」「
公
」
観
念
─
」
沖
縄
大
学
編
『
沖

縄
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
六
年
、
八
月
、
三
四
─
三
五
頁
。

（
（8
） 

前
掲
書
『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
一
五
二
頁
。

（
（9
） 

前
掲
書
「
明
治
期
の
沖
縄
県
に
お
け
る
運
動
会
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
」
三
〇
一
頁
。

（
（0
） 

師
範
学
校
に
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
「
遊
戯
」
も
存
在
し
た
。（『
沖
縄
県
史
四　

教
育
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
、
二
三
〇

─
二
九
一
頁
。）

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
〇
年
六
月
一
七
日
二
面
。
な
お
、「
●
」
は
『
琉
球
新
報
』
内
で
見
出
し
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
記
号

を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
降
同
様
と
す
る
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
六
年
五
月
四
日
二
面
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
七
年
七
月
四
日
二
面
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
五
年
二
月
二
七
日
二
面
。

（
（5
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
六
年
一
〇
月
六
日
二
面
。

（
（6
） 

前
掲
書
「
明
治
期
の
愛
知
県
旧
制
中
学
に
お
け
る
運
動
会
の
考
察
─
明
治
三
十
年
前
後
の
運
動
会
に
つ
い
て
─
」
六
八-

六
九

頁
。「
角
力
」
は
愛
知
県
第
三
中
学
校
（
現
愛
知
県
立
津
島
高
等
学
校
）
で
開
催
さ
れ
た
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
一
二

月
二
七
日
の
第
二
回
秋
季
運
動
会
で
演
じ
ら
れ
、「
剣
客
試
合
」「
柔
術
形
之
部
」
は
明
倫
中
学
校
（
現
愛
知
県
立
明
和
高
等
学
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校
）
で
開
催
さ
れ
た
、
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
六
月
二
四
日
の
運
動
会
で
演
じ
ら
れ
た
種
目
。

（
（7
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
一
二
年
四
月
一
一
日
二
面
。

（
（8
） 
空
手
が
学
校
の
正
課
体
育
と
し
て
導
入
さ
れ
た
年
に
は
諸
説
あ
る
が
、筆
者
は
以
下
の
二
点
を
理
由
に
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）

年
を
導
入
年
と
し
て
暫
定
的
に
定
め
て
い
る
。

 

一
、
富
名
腰
義
珍
の
『
空
手
道
教
範
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
四
、
五
年
に
視
学
官
に
よ
る
文
部
当
局
へ
の
上
告
に
よ
り
県
立
男

子
師
範
学
校
と
県
立
第
一
中
学
校
で
の
空
手
が
正
課
と
な
っ
た
こ
と
が
空
手
の
公
開
の
嚆
矢
で
あ
る
。（
冨
名
腰
義
珍
『
空

手
道
教
範
』
廣
文
堂
、
一
九
三
五
年
、
一
二
頁
。）

 

二
、『
琉
球
新
報
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
五
年
一
一
月
二
九
日
に
文
部
視
学
官
が
師
範
学
校
を
巡
覧
し
た
際
に
空
手
の
演
武
を

視
察
し
た
様
子
が
「
●
文
部
視
學
官
の
學
校
巡
覧
」
と
題
し
て
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
『
琉
球
新
報
』
上
で
の
名
称

が
「
唐
手
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

（
（9
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
一
〇
年
一
一
月
一
三
日
一
面
。

（
（0
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
一
〇
年
六
月
四
日
一
面
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
一
六
年
八
月
一
七
日
二
面
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
一
六
年
八
月
一
八
日
二
面
。

（
（（
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
一
〇
年
一
二
月
二
四
日
一
面
。

（
（（
） 

記
事
の
最
後
に
「（
一
記
者
）」
と
あ
る
た
め
、
本
記
事
は
『
琉
球
新
報
』
記
者
の
執
筆
し
た
も
の
と
断
定
し
た
。



607 明治期沖縄県における「報道」から見る空手の諸相

（
（5
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
六
年
一
〇
月
七
日
二
面
。

（
（6
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
六
年
一
一
月
三
日
二
面
。

（
（7
） 
大
正
期
に
お
け
る
運
動
会
の
記
事
件
数
は
七
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
運
動
会
が
分
類
さ
れ
る
「
学
校
関
係
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

に
お
い
て
は
、
大
会
の
八
件
が
最
多
と
な
っ
て
お
り
、
運
動
会
は
そ
れ
に
次
ぐ
記
事
件
数
と
な
っ
て
い
る
。

（
（8
） 

本
来
は
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
ま
で
で
あ
り
、
さ
ら
に
閲
覧
・
調
査
可
能
な
『
琉
球
新
報
』
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年

ま
で
で
あ
る
が
、
空
手
が
「
主
役
」
と
な
っ
た
記
事
の
登
場
は
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
ま
で
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降

の
年
代
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

（
（9
） 『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
七
年
六
月
八
日
二
面
。

（
50
） 『
琉
球
新
報
』
一
八
九
八
年
六
月
一
三
日
二
面
。


